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１　消防救急デジタル無線化事業をめぐる談合に係る調査結果について

２　南宇和高校学生寮の建設について

３　愛南町児童発達支援センターの設置について

４　愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例の一部改正について

５　町立保育所の現況について

６　ふるさと納税の状況について

７　愛南町第二期町営浄化槽整備推進事業契約の変更について
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○嘉喜山副議長 おはようございます。それでは、ただいまから第１７回議員全員協議会を開催い

たします。 

   初めに、議長より御挨拶をいただきます。 

○吉田議長 皆さん、おはようございます。忙しい中、また朝早い時間からお集まりいただきまし

て本当にありがとうございます。 

   先に報告を２点。今日、本日、中野議員から欠席届が出ておりますので御報告いたします。 

   また、来週の１９日、五島市の視察研修が入っておりますので御報告しておきます。 

   本日は１２月定例に関わる協議について、執行部のほうから説明がありますので、簡潔に不

明な点については質問をしていただいて、迅速に協議会のほうが進みますよう、御協力のほう

をお願いいたします。 

   なお、本日、公務の都合上、途中で私中座しますので、御迷惑かけますが副議長のほうで進

行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

   以上、簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○嘉喜山副議長 続きまして、町長、御挨拶をお願いします。 

○中村町長 皆様、おはようございます。令和７年第１７回議員全員協議会の開催を依頼いたしま

したところ、吉田議長には招集をいただき、また何かと御多忙の中、議員各位には御出席を賜

り、誠にありがとうございます。 

   皆様も御存じのとおり、去る１０月２１日、衆参両院の本会議において、自民党の高市早苗

総裁が第１０４代内閣総理大臣に指名され、憲政史上初めての女性首相が誕生いたしました。

直後の日経平均株価は、内需株そしてハイテク株を中心に上昇し、最高値を更新するなど、高

市内閣への期待の高さがうかがえました。所信表明演説では、日本の未来を切り開く責任を強

く自覚する立場から演説を開始し、経済財政政策をはじめ、ガソリン税暫定税率の廃止に言及

し、補正予算の早期提出を通じて、国民の暮らしを守ることを力強く表明されました。また、

変化を恐れず、果敢に取り組むとの決意を述べられたところです。 

   本町といたしましては、こうした国の動向や経済対策を注視しつつ、本町に有利となる補助

制度や支援策を積極的に活用してまいりたいと考えております。議員の皆様におかれましては、

今後とも町政推進に一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

   さて、本日は１２月定例議会に提案予定の案件など、１２件の事前報告や説明を担当課長等

からさせていただきますので、御意見等よろしくお願いをいたしまして、開会の挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○嘉喜山副議長 それでは、ここからの進行は議長にお願いをいたします。 

○吉田議長 それでは早速、議事進行に参りたいと思います。 

  まず、最初に、消防救急デジタル無線化事業をめぐる談合に係る調査結果について、執行部の

説明を求めます。 

   立花消防長。 

○立花消防長 失礼いたします。 

   消防本部から、消防救急デジタル無線化事業をめぐる談合に係る調査結果について説明をし

ます。 

   資料１を御覧ください。 

   本件は、令和７年７月４日開催の第１０回の議員全員協議会において再度調査することを回

答しておりましたので、調査結果を報告させていただくものです。 

   初めに、１の聞き取り調査についてですが、飛騨市消防本部と公正取引委員会に、消防救急

デジタル無線化事業をめぐる談合対応について、電話により照会をいたしました。飛騨市消防

本部への照会の結果は、「当時の裁判記録資料において、飛騨市の欄に丸がついていたと聞い
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ているが、当時の職員が全員退職しており、詳細は不明である」との回答でありました。飛騨

市消防本部の事案を踏まえ、再度、公正取引委員会第４審査に、愛南町消防本部が該当しなか

った理由と関係する資料の提示を依頼いたしましたが、「質問、資料の有無に関して回答はで

きない。公文書による照会請求にも対応しない」との回答でありました。 

   次に、２の裁判記録の閲覧についてですが、公正取引委員会への照会の結果を踏まえ、愛南

町消防本部の本件への該当の有無を判断するには、富士通ゼネラル排除措置命令取消請求事件

の裁判記録別紙４及び地図を確認する必要があることから、裁判記録の閲覧を町顧問弁護士に

依頼いたしました。 

   （２）の閲覧結果についてですが、閲覧日及び閲覧記録等は、①及び②に記載のとおりであ

ります。③の閲覧結果についてですが、別紙４は第１審の判決書に添付されており、判決に引

用されている「個別物件に係る基本的事実関係一覧表」であり、別紙４には、平成２２年５月

から平成２６年６月までの間に実施された消防救急デジタル無線機器の入札等の実施状況が

記載されておりました。該当する場合は、「本件合意に基づいて納入した物件」の欄に丸が記さ

れておりましたが、愛南町消防本部の欄には何も記載されておりませんでした。なお、飛騨市

消防本部については、「本件合意に基づいて納入した物件」の欄に丸と記載されておりました。 

   次に、「ちず等」についてですが、ちずは消防救急デジタル無線機器についての会合参加５社

が作成し、更新していった一覧表であり、裁判の証拠書類としてまとめられたものになります。

ちずには愛南町消防本部について談合の記載がなく、ちずに類似した一覧表も裁判の証拠とし

て提出されておりますが、愛南町消防本部に関する記載はありませんでした。談合が成立した

ものには内容に「済み」などと記載されておりました。 

   この事件の裁判記録を閲覧した結果、いずれの証拠にも愛南町消防本部について談合の記載

がなかったことから、愛南町消防本部が平成２５年７月２３日に実施した入札について、本件

合意に基づいて納入した物件ではないと認定されていることになります。 

   最後に、３の調査結果についてですが、閲覧結果において、いずれの証拠にも愛南町消防本

部について談合の記載がなく、別紙４「個別物件に係る基本的事実関係一覧表」の「本件合意

に基づいて納入した物件」の欄についても、愛南町消防本部には丸が記載されていなかったこ

とから、愛南町の当該事業については、本件合意に基づいて納入した物件ではないと認定され

ていることを確認いたしました。 

   このことから、本件に関し損害賠償請求、違約金請求は生じないことを報告いたします。 

   以上で説明を終わります。 

○吉田議長 説明が終わりました。 

   何か質疑ありますでしょうか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 調査をされたということで、二、三質問させてください。 

   まず、１ページの別紙４ということなんですけど、その上に書かれている東京地裁、高裁、

最高裁の事件記録の別紙４という、失礼、第１審の判決書に添付されている別紙４ということ

で、私この調査をお願いしたのは第１審、控訴審の供述調書の中に愛南町のことが書かれてい

るのではないかということで、供述調書を調査していただきたかったんですけども、それにつ

いてはこの別紙４、まあ第１審の判決書の別紙なんですけど、書かれているんですかね。供述

調書とはまた別のものになるんですかね。 

   それから２点目は、次のちずなんですけれども、これまあ５社の談合の内部記録なんですけ

れども、愛南町消防本部について談合の記録がなかったということで、これは前にも提示させ

ていただいたみたいに、この記録の中に愛南町消防本部はＮＥＣと記載されています。これが

契約で入札する直前にＮＥＣと書かれておりまして、その直後の契約で富士通ゼネラルに変更

した、その経緯も調べていただけたらということをお願いしていたんですが、その点について
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は確認していただけたでしょうか。 

   以上、お願いします。 

○吉田議長 立花消防長。 

○立花消防長 お答えさせていただきます。 

   まず１点目の御質問、供述調書等を確認されたか、別紙４と類似するものなのかというとこ

ろでございますが、町の顧問弁護士の先生から御報告をいただいている中で、別紙４あるいは

ちず、それに類似した裁判資料の全て確認を、閲覧をしたということで報告を受けております。 

   ただ、その中に供述調書というところがあったのかどうかはちょっと確認は取れておりませ

んが、いずれにしましても裁判証拠書類については全て町顧問弁護士の先生に閲覧をしていた

だいた結果を報告させていただきました。 

   それと、ＮＥＣから富士通ゼネラルになったというところでございますが、裁判記録に関連

します証拠書類、全て確認をしたところ、そのような記載はなかったというところで報告を受

けておりますので、そういった事実があったかどうかは不明であります。 

   以上です。 

○吉田議長 ほかに質疑ありますか。よろしいですか。 

（「なし」と言う者あり） 

○吉田議長 それでは、１についてはこれで終了いたします。 

   引き続き、第２、南宇和高校学生寮の建設について、執行部の説明を求めます。 

   坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 学校教育課から、資料の２、南宇和高校学生寮の建設について御説明をいた

します。 

   １の学生寮建設の目的ですが、町内唯一の高校である南宇和高校の存在は、地域活力の維持

や教育面での保護者の経済的負担の軽減、また移住・定住促進に向けた町の大きな財産として

も重要な役割を担っていることから、高校の存続は愛南町にとって、将来的な、大きな社会的

課題と認識しております。 

   南宇和高校では近年の少子化による生徒の減少を考慮し、将来的な学校の存続に向け、令和

８年度から地域みらい留学制度を活用した生徒の全国募集を行うことを決定しております。こ

のため、県外から入学する生徒の住環境の整備が喫緊の課題となっていることから、町が学生

寮を建設し、受入体制を整えて、全国から募集する生徒の増加促進を図ることを目的としてお

ります。 

   次に、２の建設方法の具体的検討についてですが、令和９年４月から県外生徒を受け入れる

場合、入寮希望者面接等の諸準備の実施を考慮して、令和８年１２月末頃までの完成が必要と

なります。募集予定人数は初年度１０名、２年目１０名、３年目以降１０から１５名程度とし、

３学年で定員最大４０名を予定しております。（１）の新築または既存施設の改修については、

資料の表に記載のとおり、最近、県内で高校の寮を建設した自治体の事例をお示ししておりま

す。全て新築で地元の自治体が整備を行い、町営寮として運営をされております。鬼北町につ

いては、当初定員１４名で始めましたが、県外生徒の増加によりすぐ２棟目の寮を建設し、結

果的に８億２,０００万円を超える建設費となっておるようです。 

   他の自治体の事例を踏まえた上で、設計会社の意見を聞きながら、本町で寮を整備しようと

した場合の具体的な検討を行いました。 

   まず、①の新築する場合の懸案ですが、設計会社の見解では、他自治体の事例や現在も高騰

が続く建築資材の状況を考慮すると、４０名程度を収容する寮の建設には少なくとも８億円以

上の事業費を要することが示されました。また、通常の工法で建築しようとする場合、工期に

少なくとも６か月程度を要するため、実施設計から入札手続に係る期間を考慮して全体スケジ

ュールを考えると、寮の完成が令和８年１２月末までに間に合わない可能性が高いということ
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になります。 

   次に、②閉校施設を改修する場合の懸案についてですが、候補となる閉校施設は高校から比

較的近い旧長月小学校を想定しました。設計会社の見解では、建築基準法への対応として記載

――資料に記載のとおり、アからオまでの懸案が示されております。避難誘導上の新たに２か

所以上の階段の設置が必要であったりとか、確認申請の取り直しが必要になるというようなこ

とが示されております。 

   次に、建物を改修する際の問題、具体的な問題として、こちらもアからオまで５項目示され

ておりまして、寮室の換気・採光が必要となること、寮室・浴室・トイレの男女分けが必要と

なること、水回りのはつり・解体が発生すること、用途変更により設備機器の全体の取替えが

必要となること、既存の内装材はアスベスト対応のため全て撤去する必要があることといった

課題が示されております。 

   これらの理由から、閉校施設の改修をしようとする場合、大規模な改修が生じることになり

ます。設計会社によりますと、改修に係る事業費は従来工法で新築する場合と同額程度の費用

が見込まれることから、教育委員会としては可能な限り低コストで建築することができ、なお

かつ寮としての機能を十分果たすことができる別の方法の検討を行いました。 

   そこで、既存工法での新築・改修以外で何か建設する手だてはできないかということで、（２）

のムービングハウス、移動式木造住宅を、寮としての活用の検討を行いました。ムービングハ

ウスにつきましては、本年４月１８日に本町と一般社団法人ムービングハウス協会との間で包

括連携協定が結ばれていることもあり、詳細の情報収集を行いました。 

   ムービングハウスの特徴としては、ムービングハウスは工場で製造する木造の一般住宅で、

解体せずに基礎から建物を切り離してクレーンで吊り上げ、トレーラーに乗せて現地まで輸送

し、設置後は電気・水道・ガスに接続すればすぐに生活が可能で、これまで西日本豪雨災害（岡

山県倉敷市）や北海道胆辰東部地震（北海道むかわ町）の応急仮設住宅や北海道鹿追高校学生

寮、ニセコ高校学生寮等で使用されている実績があります。また、来年に名古屋市で開催され

る２０２６アジア競技大会の選手村としても採用が決まっているそうです。 

   ２つ目に、安全性・居住性です。ムービングハウスはもともと一般の住宅として開発されて

いるため、一般の住宅と同等の耐震性・気密性・防音性などの性能を備えております。ユニッ

トを縦横上下に連結して組み合わせることで、柔軟に間取りや広さを構成することが可能で、

住宅規模の変化に柔軟に対応でき、集合住宅や宿泊施設、店舗、事務所など様々な用途に活用

することができます。 

   ３点目の経済性と省エネについてですが、耐用年数は１００年がうたわれており、仮に寮と

しての役割を終えた後は解体せずにそのまま別の場所に移動して、別の用途で災害用住宅や宿

泊・飲食施設等として再利用が可能です。再利用できるということは、解体に伴う廃棄物の発

生が生じなく、また高気密・高断熱の住宅性能を有することから、冷暖房の負担軽減につなが

り、省エネで環境負荷が低いことがセールスポイントとなっております。 

   ムービングハウスの詳細につきましては、別紙資料「ムービングハウスを活用した学生寮実

例紹介」を御覧ください。 

   資料の右下にページ数が振られております。２ページから１３ページまでは、学生寮として

の活用事例として、北海道栗山高校、鹿追高校、ニセコ高校の事例を、事例が掲載をされてお

ります。 

   また、１５ページからは、先ほども少し触れましたムービングハウスの特性やメリットにつ

いて掲載されております。御覧になると大体のムービングハウスのイメージがつかめるのでは

ないかと思います。 

   それでは元の資料にお戻りください。 

   ３の検討結果ですが、令和８年１２月末までの寮整備が必要となる中、従来の建築手法では
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時間と建設コストがかかることが課題となっております。ムービングハウスは短い工期と低コ

ストでの設置が可能なことに加え、災害時の活用や将来的な移設・用途変更が可能という利点

があることから、南宇和高校学生寮はムービングハウス方式を採用する方向で進めたいと考え

ております。なお、建設候補地につきましては、学校から比較的近い複数の町有地を候補地と

して検討しております。寮としての諸条件や南宇和高校の意見等も考慮した上で、最終的に決

定したいと考えております。 

   ４の建設の方向性ですが、これまで説明させていただいたように、現時点における建設の方

向としては、建設方法は新築、ムービングハウスを予定しております。寮の定員は当初２０名

とし、最大４０名を想定しております。寮の概要につきましては、管理棟１棟、宿舎棟２棟、

こちらについては男女各１棟ずつ、１棟１０名収容で平家を予定しております。 

   寮の定員につきましては、初年度は２０名でスタートし、ムービングハウスの特性を生かす

ため、生徒の応募状況を見ながら、必要が生じれば二、三年後に寮を増築していく方向とした

いと考えております。財源措置については国の第２世代交付金、補助率２分の１の交付金を活

用する予定としております。 

   なお、本事業の予算については、令和８年度当初予算に計上する予定としております。詳細

の事業費や建設予定地等につきましては、速やかに関係者と協議を進めた上で、３月定例議会

前の議員全員協議会の場で御説明をさせていただく予定としております。 

   以上で学校教育課の説明を終わります。 

○吉田議長 説明が終わりました。 

   何か質疑ありますでしょうか。 

   池田議員。 

○池田議員 ちょっと細かいことなんですが、質問します。 

   実用事例で、寒冷地の、ほとんど北海道の実用事例なんですが、温暖地での実用事例はない

んでしょうか。それと、設置費がどれぐらいに、大体新築と改築の場合の何％ぐらいで済むか

ということと、それと移動で移築ができるということなんですが、カタログというか資料のほ

うを見ますと、移動の耐用年数が１０年となっているんですが、そこら、その辺はもう１０年

過ぎたらもう移動・移築は駄目なのかということ、それと、あとは寮の運営体制についてどの

ような考えされているか、以上、お願いします。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 まず実用事例なんですけど、現在聞いているところでは、学生寮、高校の寮

として活用されているのは北海道で３事例のみということを聞いております。ですので、北海

道以外では、学生寮としては現在まだ活用されていないということです。それ以外に少し申し

上げましたが、災害用の応急の仮設住宅としては実用事例があるということと、あと来年度の

名古屋で開催されるアジア競技大会の選手村としても活用――採用が決まっているというこ

とのようです。 

   あと、設備費なんですけれども、これは本当、概算の概算ということで御了解いただければ

と思うんですけど、恐らくさっきも言いましたように、通常の建設、建築方法で、例えば４０

人規模で想定すると、恐らく今８億円以上は必要であろうと、ほかの自治体の事例を見てもそ

れぐらいは必要になるということを伺っております。同様に４０名規模でこのムービングハウ

スを整備した場合も恐らく、恐らく５億円台ぐらいではないかと想定をしております。これも

どこに、建設場所がどこになるかということとかでも多少は金額も、多少というか大きく変わ

ってくるので何とも言えませんが、恐らく４０名定員で建築したとすれば５億円台ぐらいには

なるのではないかなとは考えております。 

   あと、移動の耐用年数が１５年ということですかね。ちょっとこの点についてはすみません、

私どもも詳細の確認はしておりませんので、またこの事業者のほうにちょっと確認をさせてい
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ただきます。ただ、このカタログのほうにもついておりますように、新築した場合で、この建

物自体は１００年の耐用年数があるということは伺っておりますので、ちょっとそこら辺の差

異は確認をさせてください。 

   あと、４つ目の寮の運営体制の御質問だったかと思います。こちらについてもまだ検討中の

段階ではありますが、他の自治体の事例を見ながら、愛南町の実情に合った形で運営体制を敷

きたいとは考えておりますが、恐らく仮に寮を造ったとした場合、その寮の宿直者であるとか、

あと、よその事例を見るとハウスマスターという形で、ふだん生徒の日常生活であるとか、学

習面の指導に当たる人間を複数程度配置している事例がほとんどですので、生徒のそういう学

習面とか日常生活の管理とかを考えるとやはりそれぐらいの人員の配置は必要になるのでは

ないかという形で今現在は考えております。 

   以上です。 

○吉田議長 ほかに。 

   金繁議員。 

○金繁議員 幾つか質問いたします。 

   まず、愛南町の高校を存続したいという、愛南町側の理由で始められるということが書いて

あるんですけど、ただ来てもらう生徒さんたちにとって、南宇和高校が何が魅力なのかという

ところ、うちは、うちとしてもどう打ち出し、生徒さんたちにはその魅力を感じて来てほしい

というその、何といいますか真ん中に置くべきソフトというかがちょっと見えてこないので、

そこを説明してください。 

   ２つ目に予算なんですけれども、建設費は５億円台ということで、国から半分頂いても２億

５,０００万円町費負担ということになるかと思うんですが、建設費だけではなくてずっと維

持費・人件費が要る、要りますよね。維持費はどのぐらいを考えていらっしゃるか。それから

人件費、宿直マスターのお話が出たんですけれども、ほかのまち、私も調べたところ、やはり

食事をつくってくれる寮母さんなども必要で、その人材がなかなか見つかりにくいという課題

もあるようです。その人件費、トータルで幾らぐらいを考えていらっしゃるか。経営主体は町

なのか、それとも指定管理にする予定なのか。 

   また、寮費は幾らぐらいに設定して、町の負担が、を考えているのかどうか。ほかの町を調

べるとやはりこの寮費も町が負担、月１万円ずつ、１人当たりしているというような町もあっ

て、年間数百万円から１,０００万円ぐらいの負担になるようなところもあるようですので、

それもしっかりと教えていただかないといけないと思っています。 

   それから３つ目に、これ新築の例を列挙されているんですけれども、ほかの町で、例えば長

浜高校ですと、空き家の活用などもされてきたと聞いています。空き家の活用については検討

されたかどうか、していればその内容を教えてください。 

   それからもう一つ、３月議会、来年度予算に提出する予定ということなんですけれども、こ

れはいつまでに決定されるんでしょうか。議会と協議というのは３月議会の直前ということな

んですけど、それではちょっと、これだけ大きな事業について、簡単過ぎるんじゃないかなと、

もっとしっかりと協議をするべきではないかなと。私たちも町民の声をしっかり聞かないとい

けないですし、ほかのまちの実例も調べないといけないと思うんですね、責任ある決定をする

ためには。ですので、決定する時期、それから、かつ、議会との協議をもっと前に、もっと情

報をしっかり出していただいた上で協議する場を設けていただきたい。以上です。その点につ

いてどう考えるか。 

   以上です。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 初めに南宇和高校の魅力化というかソフトのお話だったかと思います。現在、

南宇和高校の魅力化事業ということで、町のほうで予算を組んでいろんな事業をしております。
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その一つが南光叶夢センターの設置でありますとか、教育振興協議会に対する補助金の中で海

外研修を進めたりであるとか、また生徒に対して通学補助でありますとか、様々な学校の支援、

学習支援を行っておる、それも一つの魅力、大きなセールスポイントとなりますし、また南宇

和高校は非常に探求事業にしっかりと力を入れておりまして、キャリア教育という面ですばら

しい教育をしております。そこらも評価をしていただいておりますが、さらに今後、南宇和高

校の魅力化事業の中で、新しいカリキュラムでありますとか、そういった部分、例えば防災教

育であるとか、海業とリンクした教育であるとか、そういう部分を町としても高校側としっか

り詰めて、全国から生徒を募集する際の大きなツールにしていきたいと考えております。 

   続いて２つ目の建設費の件ですが、先ほど議員のほうから５億円、私の説明の中で５億円台

ということで、議員のほうからも５億円台というお話ありましたが、この５億円というのは４

０人規模、最大の定員を想定した場合が恐らく５億円台になるでしょうということですので、

説明の中で申し上げた当初２０人で予定しておりますので、その金額は恐らく、さらに少なく

なるであろうということであります。 

   続いて運営のコストなんですけれども、こちらも概算という形にはなるんですけれども、仮

に、これまで先進自治体の事例を見ると、寮費として月５万円であるとか４万円、４万円から

６万円徴収しているところが多いんですけれども、様々な先進自治体の話を聞くと、やはり最

近は寮費のマックスは恐らく４万円ぐらいでしょうということは聞いています。どうしても５

万円とかになると保護者の負担が大きくなって敬遠されがちだということも聞いております

ので、恐らくうちとしても４万円をめどにちょっと検討はしたいなとは思っているところです。

それで、月の寮費４万円で仮に４０名定員、４０名で話をすると１２か月で１,９２０万円の

収入が生じるということになります。 

   あと支出になりますが、人件費でハウスマスター３名程度、夜間の管理人を２名程度雇うと

した場合に、こちらも概算で恐らく１,９００万円程度かかるのではないかと考えております。

なお、地域おこし協力隊についてはまた国のほうから特交のほうで対応されますので、そちら

でできるだけ地域おこし協力隊の採用を目指したいと考えております。あと光熱水費、こちら

も先進事例を見ると年間４００万円程度はかかるということを聞いております。 

   あと、寮の食費ですね、現在、朝夕の食事は寮のほうで提供していきたいと考えております。

そちらについても年間恐らく１,５００万円程度はかかるのではないかということで、支出が

大体３,９００万円ぐらいになるのではないかと考えておりまして、差し引きしたら２,０００

万円ぐらいの差異が出るんですけれども、そちらについては町費のほうで補塡するしかないな

と考えてはおります。これは愛南町に限らずどこの自治体も同様でございます。 

   あと経営主体なんですけど、現在のところもう町営ということで、現時点では考えておりま

す。 

   あと空き家の活用について検討はしたのかということでありますが、確かにこの地域みらい

留学を行っている学校が全国で１６９校あるんですけれども、寮以外ですね、一人暮らしとか

下宿とかシェアハウスとかでやっている高校も２割弱ほど全国であるようです。四国について

はもうほとんど、四国で２２校の学校がこの全国募集をやっているんですけど、もう四国でい

うと、９０％ぐらいはもうほとんど寮の整備で対応しております。例えばその空き家を整備、

整備ですね、空き家というか古民家も含んでのリフォームしてということではあるんですけど、

そうした場合数点クリアすべき課題があるのかなと考えております。 

   まず安全性についてなんですけど、やはり空き家は耐震性であるとか、防火であるとか、そ

ういった断熱性能が不十分な場合が多くて、こちらもリフォームに恐らく多額の費用がかかる

と思われます。あとやはり同様に維持費、インフラの改修も必要になりますので、維持費がや

はり高くかかるということになります。あわせて、例えば今の時代ですのでＷｉ－Ｆｉの設備

等が必須になりますので、そういった設備面も必要になると。あと共有スペースであるとか、
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学習室であるとか、そういった部屋の整備とかもやはり必要になるのではないかと思っていま

す。 

   ただ、それと一番やはり問題になるのは、１軒、空き家を１軒改修したとしても、恐らく収

容できるのは多くても４名から５名ぐらいの生徒さんになるのではないかということで、どう

しても複数のやはり空き家をリフォームする必要が出てきて、こちらについても、その分のコ

ストが非常にかかってくるということになります。 

   そして、最大の課題というか、ちょっとそういった点で捉えているのが運営体制です。シェ

アハウスであるとか下宿みたいな形になると、生活、生徒が生活していく上でやはりいろんな

イレギュラーな事態が発生します。例えば夜間に体調が悪くなった、悪くなって急に病院に行

かないといけなくなったであるとか、これよその高校でもあったそうなんですけど、突然やっ

ぱり生徒が夜いなくなったと、いなくなってみんなが探しに行ったというような事態とかも、

いろんな事態が想定されますので、その際の、緊急対応時の保護者や学校への連絡等はじゃあ

誰がするのかというような、管理の部分でちょっと課題が出てきます。そうしたものを全て家

主の方がやっていただければいいんですけれども、仮に対応ができたとしてもそれが１年とか

２年ではなくて長期間になりますので、最初の二、三年はそういった部分でも大丈夫なのかも

しれませんけれども、長期的な視野で見ると、全国募集を長期的に継続していく上で安定的な

受入人数の受入れはやはりなかなか困難なのではないかなと考えております。 

   ただ、地域資源の活用は重要であると考えていますので、生徒の中にはやはり寮は嫌だと、

やっぱり一人暮らしがいいというような、そういう点を希望する子供さんもいるかもしれませ

んので、そういった選択肢も視野に入れてはいきたいと考えておりますので、もし長期間で民

間の方が家主になって、子供たちの管理もしっかりできるというような方がいれば、寮と並行

して南宇和高校への進学を希望する生徒のほうに、保護者に情報提供をしていきたいとは考え

ております。 

   やはり子供を送り出す保護者にとっては遠い、見知らぬ遠い土地でしっかり食事が取れて、

規則的な正しい生活をして、学校で勉強ができるというところが一番保護者としては考えると

ころだと思いますので、そういったいろんな総合的な部分から判断して、今回のこのような寮

の建築という方向に至ったということであります。 

   あと議会のほうにということ、いつまでにということですが、当初予算額を決定しなければ

なりませんので、もう近いうちにそういった詳細をまとめて、当初予算のほうに計上をしたい

と思います。なお、詳細については、先ほども申し上げましたように、２月の全員協議会の中

で詳細をお伝えはしたいと現状では考えております。 

   以上です。 

○吉田議長 金繁議員。 

○金繁議員 では、おっしゃっていただいたことでさらにお聞きしたいんですけど、収支なんです

けれども、町営で行うということで差引き年間約２,０００万円、支出の超過となるというこ

とでよろしいですね。口頭で光熱費幾ら、食費幾ら考えているということを言っていただいた

んですけど、やはりそれ資料として出していただけないですかね。議長、その点お願いいたし

ます。せっかく考えていただいているので、私たちもしっかりと検討しないといけないので、

数字を、今おっしゃった数字をデータでください。 

   これ年間２,０００万円、町が支出していくって、かなり大きな支出になってくると思いま

す。ほかの町の現状を聞きますと、やはりこれだけ景気が悪くて、都会で、月４万円で食費も

込み、そして光熱費も込みで学校に行けるということで、安いから地方のほうに子供をやると

いう親も増えてきているということで、その結果、この寮費の未払いの例が出てきているとい

うことです。その点について、町としてこの２,０００万円では済まなくなってくると思うん

ですけど、その点についてどうするのかという点についてお聞きします。 
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   それから、高校の魅力という特色をあまりこう、長浜高校のように、水族館でね、全国唯一

のというような魅力を打ち出せない学校の場合というのは、やはりいろんな課題を抱えた子供

たちがやってくると聞いています。私、来ること自体は、反対は全くしないんですけども、来

てもらっていいと思うんですが、歓迎なんですけど、やはり一人一人、そういう、例えばひき

こもりとかいろんな課題を抱えた子供さんが多く来ているということもありますので、やっぱ

りその子たちに対する、やっぱり人生を預かるわけですから、その子たちに対する対応をどう

するかということもしっかりと考えておかないといけないと思います。後手後手で対応してい

ては子供たちの将来にもいい結果にはならないので、その点についてどのようにお考えかとい

うことを２点目、さらにお聞きします。 

   それから、３つ目に３月議会の前の２月の全協でということなんですけども、これだともう

本当にこの３月議会、もう２週間ほど前に、二、三週間前ですか、に決定を聞くという、説明

を聞くということになってしまいます。これだけ大きな事業、それから年間２,０００万円、少

なくとも２,０００万円の負担を町民に強いていくということなので、私たちもその場で説明

を受けて、そのまま３月議会に臨むというのは非常に不安です。ぜひしっかりとした協議の場、

町のほうでも、学校教育課のほうでも南宇和高校の意見なども聞くとありますので、その結果

も踏まえ、一度しっかりともっと早い時点、例えば１月末ですとかに協議の場を設けていただ

きたいと考えるんですけれども、いかがでしょうか。 

   以上、３点お願いします。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 まず収支の点ですが、現在、概算で２,０００万円ぐらいは町の持出しがで

きるという御説明をしました。どうしてもこういう町営寮とかを造りますと様々なコスト、人

件費や光熱水費のコストがかかるので、そこを寮費でカバーというのはとても難しいというの

が現実だと思います。 

   ただ、この地域みらい留学を通じた経済効果も示されておりまして、これ生徒１人当たりの

直接の効果になるんですけど、地方交付税で１人２０万円であるとか、当然さっき説明した寮

費の徴収、あと生徒の日常的な地元での消費、土日は基本的に寮での食事ではなくて、個人個

人が飲食店であるいはコンビニ等で対応していただく予定としておりますし、あと日用品の購

入、また保護者が来町する関係で当然その際の食事であるとか宿泊、観光等に落とすお金等も

考慮すると、ざっと１人当たり年間で８４万円ぐらいを見込んでおります。３年にすると２５

２万円です。これが１０名になると２,５００万円と、１学年で、最初１学年で考えて３年間で

２,５００万円ということの試算になります。これが３学年になると掛ける３ということにな

るので、当然２,０００万円をペイすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、やは

り直接効果としてそういう、町に対するそういったようなメリットも生じてくるということを

考えております。 

   また、間接の効果として、これも短期的な視点で見ると、地元生徒の地域間の流出抑制によ

る経済効果であるとか、教職員やコーディネーターの雇用維持・増加による経済効果等も考え

られるのではないかと思っております。また、中長期的に見るとやはりこの全国募集をして愛

南町に来ていただいた生徒が、また将来的に愛南町に帰ってきて就職してもらうというような

こともできるのではないかと思いますので、できるだけそういった人材を多く輩出したいとい

う方向で考えておりますので、そういった移住・定住でのメリット等も考えられるのではない

かということで、総合的に見るとやはり町の今後の施策、政策の中で十分、大きな効果のある

施策ではないかと考えてはおります。 

   あと、課題を抱えた子供さんたちへの対応ということなんですけど、議員がおっしゃられた

ように、例えばひきこもりとかいろいろ問題のある子供さんもあろうかと思います。その対応

についてはさっきも少し触れたんですけど、ハウスマスターを設置する予定としております。
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この方については子供たちの寮の中での日常生活のケア、そういった議員が懸案されている部

分のケアも含めた対応をしていただく予定となっておりますので、できるだけそういう寄り添

った、一人一人に寄り添った対応をしていきたいと思っております。 

   あと３つ目の議会への説明なんですけれども、３月議会の前の全協では遅いというようなお

話だったんですが、またその議会のほうで、それより前に我々のほうでもし詳しい説明という

のであれば、我々のほうとしては対応はしていきたいと思いますので、詳細の日程であるとか

はまた協議させていただければと思います。 

   以上です。 

○吉田議長 ありがとうございます。 

   ほかに質疑ありますか。 

   尾崎議員はいいんですか。 

   尾崎議員。どうぞ。 

○尾崎議員 ムービングハウス方式の財源措置についてちょっと確認したいんですけれども、国の

第２世代交付金、補助率２分の１を活用するということでありますが、残りの２分の１につい

て町が全額負担していくのかというところなんですが、南宇和高校は県立高校であるので、や

はり県のほうも財政支援の負担の可能性があるのではないかと思うのですが、この点について

お伺いをいたします。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 交付金以外の部分なんですが、基本的にもう町費ということになります。議

員のほうから御質問ありました、県立高校であるがということですが、今回――今回というか

県立高校については、愛媛県のほうが県立高校の再編基準というのを示しておりまして、その

中で１年の、１年当たりの新入学生徒が８０名を３年連続で下回ると募集の停止になるという

ことが示されておりますが、これをクリアするには１市町１校に限り、地域の支援が得られれ

ば魅力化推進校としてその規模は縮小されますけれども、学校の存続が可能になるという前提

が示されておりますので、基本的に、県のほうから、残念ですけど現状では財政的な支援はな

いということは聞いております。 

   以上です。 

○吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

   石川議員。 

○石川議員 そもそもなんですが、令和８年１２月完成ということをめどにされとる。もう約１年、

短期の中で、これ予算も組んでいかないといかんというような状況になっていることが、私に

はちょっと理解できないんですよ。なぜそんなに短期で決めないといかんのかと、そこのまず

理由をお聞かせいただけたらと思います。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 まず、そもそもという御質問でしたけれども、南宇和高校のほうが令和９年

度から全国募集の受入れを始めたいという方針が示されましたので、ということは令和８年度、

来年度から全国募集を行う必要があるということで、そういったことを勘案、スケジュール的

に考えると、やはり令和８年度中の、遅くても令和８年度中には寮の建設、寮の建設が必要に

なるということで、逆算してそういったスケジュールをお示しさせていただいておるところで

す。 

   以上です。 

○吉田議長 石川議員。 

○石川議員 事前に、発表前に、多分町のほうには打診があったんじゃないかなと。こういう形で

全国募集を行いますと。その時期はいつ頃だったんですか。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 



11 

 

○坂本学校教育課長 事前に打診といいますか、南宇和高校の魅力化事業を町のほうとしても令和

３年度から始めていまして、まず当面はその学習支援となる、支援センターとなる南光叶夢セ

ンターであったりとか、そういった部分で、まずはそういう基盤整備を進めて、その後、全国

募集のほうにという全体的なスケジュール感であったため、特にこの時期に打診があったとか

ということではないんですけれども、それも高校側と町のほうとで時期を見定めての判断とい

うことになります。 

○吉田議長 石川議員。 

○石川議員 今の話からすると、県のほうが、南宇和高校が全国募集をするというのを事前に町に

連絡もなく発表されたということは、寮も含めてどういう計画だったのかというのが、そもそ

もこの計画自身が、全国募集をするに当たってですよ、ちょっと疑義があるんじゃないかなと

いうふうに思いますけど、全国募集ということは受入先が必ず必要になってきます。その辺り、

県からの何らかの要望というのはなかったんでしょうか。 

○吉田議長 中村町長。 

○中村町長 まず県からの要望について、私自身が全てを把握しているわけではないんですが、基

本的なちょっと考え方として、先ほど課長が話をしましたように、８０名を切っていくと、高

校として、県として高校の再編の基準をつくっておりますので、南宇和高校が廃止の方向に持

っていかれるという。実際に去年、一昨年はもうちょうど８０名でした。去年は何とか８７名

まで行きましたけど、非常に喫緊の課題であるというふうに私自身も捉えておりますし、愛南

町の教育委員会も当然そう捉えておりますし、県とも当然、南宇和高校を存続していくために

どうしたらいいかという協議をずっとしていく中で、早急にやはりこの、中、中でも言ったら、

もともと出生している子供が少なくなってきておりますので、そう遠くないうちに、どちらに

しても、全員が入学しても８０名は切っていくと。全国募集をして、外からも来ていただくと

いうことを早急に動いていく必要があるという認識の下で今回動いております。ぜひその認識

を一緒に共有していただけると助かります。 

   もう本当に南宇和高校がなくなったらここで、例えば高校に通うのに、まさか宇和島とか宿

毛にみんな行ってくださいという話は私はできません。一日も早く何とかこう、南宇和高校に、

当然中の、南宇和、この町内で生まれた子もできるだけ南宇和高校に来てほしいですし、プラ

スアルファ外からも来ていただくと。そのための条件整備は、県としてはもう人数を切ってい

けば、愛媛県自体は、高校は廃止の方向で持っていけばということに、それは愛媛県も全ての

市町の高校に対して、愛媛県がセットすることは難しいですので、愛南町として南宇和高校を

残すためにどうするかという、そのような考え方の中で動いております。 

   以上です。 

○吉田議長 ほかに質疑。 

   石川議員。 

○石川議員 私も学生寮を反対しとるわけじゃなくて、短期間に、もうこの計画を進めないといか

んというところにかなり違和感がありまして、もし、先ほど同僚議員からも県からの補助ない

んかというような話があった中で、県のほうから、全国募集をするに当たって町のほうに何ら

かの要望があったのであれば補助金をつけてもらうような陳情を、私、運営費の２,０００万

円の赤字の額もさることながら、これ少しお願いに行かないかんのじゃないかなと。そういう

ことをちょっと考えていますが、そういうお考えはないんでしょうか。 

○吉田議長 中村町長。 

○中村町長 現時点で県と様々な協議をさせていただきますけど、県が何もしないというふうに考

えるのは、例えば今回の寮を造ることに関して、愛南町が様々な、当然、財政的な負担をしま

すが、愛媛県としては南宇和高校を残していくこと自体が大きな財政負担を既に続けていくと

いうことになります。これはやはり、学校はできるだけ統合して、ある一定の人数にしていけ
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ば愛媛県としても財政負担は減っていく。しかし、市町のどうしても残したいという強い思い

があって、そういうセットをするようであれば、県としてはその高校の存続、高校の存続をす

るということは、教員も全て愛媛県の職員ですから、全てそこはもう愛媛県が負担をしていく

中で、町としてはこういう負担ができるという最大限の努力をしていくと。 

   じゃあ延ばすんだったらいつまで延ばせばいいのかと、先延ばしですね、私としてはできる

だけこれを早く取り組んで、早く様々な、全国に南宇和高校の魅力を発信していって、そのた

めには金繁委員が言われよったような魅力を、これをいかにつくっていくかもセットで大きな

問題にはなってきますが、あくまでもこれは愛南町として南宇和高校を残すためにどうしてい

くかというのが最優先課題だと考えております。 

   以上です。 

○吉田議長 ほかに。 

   石川議員。 

○石川議員 一番恐ろしいのは、ハードができましたと。募集が来ませんという事態を一番心配し

ます。今の収支計画では、４０名が来ていただいたときの収支だと思いますが、これ愛南町の

南高に、南宇和高校に進学するのが大体６割から６５％というのがずっと続いてきていると思

いますが、南宇和高校に行っていただけない愛南町出身の高校生の、魅力がないということで

南宇和高校に通われないんだと思いますが、その辺り、中学生、卒業されて現役の高校生も含

めて、よそに、宇和島や松山に進学された学生の意見というのは総括されて、南宇和高校の魅

力化をするためにこういうことが必要やなというところまでは、踏み込んだ調査はされたんで

しょうか。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 今の質問にありましたような具体的な調査を行っておりませんが、現在、町

内の中学生の進学率というのは、南宇和高校への進学率は７０％ぐらいです。３年前は６４％

ぐらいだったんですけど、徐々に徐々に上がってきているということではありますが、やはり

全体の意見ではないですが、私のほうが一部お話を聞いたところによると、やはり部活動の関

係ですね。どうしても強い部活動でやりたいという子供さんは松山のほうの私立高校のほうに

行くというような子供さんであったりとか、あとは工業系の、どうしても将来的に工業のほう

に行きたいということから、工業系の学校に行きたいというような子供さんもいらっしゃると

いうことは聞いております。 

   また、進路についてはまた中学校のほうにもちょっとお願いをして、そういった議員がおっ

しゃられたような詳細なちょっと、仮に町外を希望する際の理由というのはまた調査をしてい

きたいと考えております。 

   以上です。 

○吉田議長 まだ質問しますか。 

   石川議員。 

○石川議員 これ早急に、私、もう既にアンケートか何か取ってまとめていらっしゃるのかなとは

思ったんですが、これ南宇和高校の魅力化をどうしていくかというのは、この事業にとってす

ごいキーになるんじゃないかなというふうに思います。全国に募集をかけて、ハードができて、

できましたから来てくださいということで果たして来ていただけるんだろうかというような

ちょっと心配もありますので、ぜひ卒業された、町外に、愛南町から出て高校に行かれた方の

アンケートを一度取って、愛南町の出身者が８割、９割残っていただけるような方策も取りな

がらこの事業を進めていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

○吉田議長 いや、石川議員、あれですかね、これもう流れは魅力化のほうで進んできている流れ

の中で、今そこの議論を、ここを議論を今しても、ちょっともう既にスタートしている状況な

ので、答えられる範囲で、じゃあ。 
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（発言する者あり） 

○吉田議長 いや、スタートというのは、スタートというのは魅力化のスタートですよ。 

中村町長。 

○中村町長 魅力化をとにかく打ち出していくために、今既にある愛南町の財産ですね、先ほど言

いました防災への取組、全国でも小中学校でこれほどの取組をしているところありませんので、

それをうまく高校につなげていくことであったり、魚食を含めた海業であったり、そこをうま

く発信していくために、現在、教育委員会でも高校とも連携を取りながら様々な取組を進めて

います。 

   その上で、議員が今言われるような、どうして町外に行くかというのは、どこまでのそれ、

あくまでもこれ個人の選択の自由の部分がありますので、何で外に行ってしまったんという感

じの取り方はできませんので、一番大きなのは恐らく部活系が、ある部分のこのスポーツでは

どうしてもここじゃないと駄目というのが、愛媛県内でも特に私立高校がありますので。ただ、

それ以外は極力何とか、南宇和高校に行っても自分が成長できる、そういう環境をいかにつく

るかが大切ですから、把握の仕方はどういうふうに、アンケートにするかどうかは別にして、

そこは極力、把握はしていきたいと思います。 

   今日も様々な意見もらいましたので、あくまでもこれ喫緊の課題として取り組んでいるとい

うことは御理解をいただいた上で、またこちらから、先ほど課長が申しましたように、２月の

全協までの段階でも、もう一度、できるだけの様々な資料を集めた中でやり取りをさせていた

だいたらと思います。 

   以上です。 

○吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

   山本議員。 

○山本議員 寮の話ですが、民間の今使っていない介護施設とか、そういうところは検討されたの

かどうかと、町外の距離と同じくらいの、同距離から高校に通われている方もいらっしゃると

思うんですけど、そういう方を寮に入るとか、そういう考えはあるかどうか、２点お聞きした

いです。 

○吉田議長 坂本学校教育課長。 

○坂本学校教育課長 町内の使われていない介護施設というお話ですけど、介護施設、ここの介護

施設というような捉え方はしていないんですけれども、そこも併せて、さっきも説明したよう

に空き家等、そういう部分も含めて、同等のような捉え方で検討はしておりますので、やはり

使われていない介護施設を寮に改修するにしても、古民家であるとか、一般的な空き家を改修

するのと同等の、当然、リフォームのコストは生じると捉えておりますので、そちらと同等に

考えているということです。 

   あと、町外、恐らく御質問の意図は宿毛とか旧津島町とかから通われている子供さんをとい

うことだと思いますが、これは今後南宇和高校との協議にもなりますが、やはり、当然、部活

動等で帰宅が遅くなるといったような事情もあろうかと思いますので、そこは可能な限り対応

ができたらいいのではないかなとは思っております。 

   以上です。 

○吉田議長 ほかに質疑ありますか。よろしいでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○吉田議長 それでは、２の南宇和高校学生寮の建設についてを終了いたします。 

   ここで暫時休憩いたします。１５分から再開いたします。 

（休憩） 

○嘉喜山副議長 それでは、議長出張のため、私が代わりに進行を務めさせていただきます。 

   続きまして、３番、愛南町児童発達支援センターの設置について、説明を求めます。 
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   中川保健福祉課長、お願いします。 

○中川保健福祉課長 保健福祉課から、愛南町児童発達支援センターの設置について、報告いたし

ます。 

   １の政策の発生源・提案に至るまでの経緯ですが、保健福祉課では、令和８年４月に、愛南

町児童発達支援センターの開設を目指して作業を進めております。設置場所を含めたセンター

の方向性については、愛南町児童発達支援センター設置検討ワーキンググループを３回開催し、

協議を進めてまいりました。令和７年１０月１４日に開催した第３回ワーキンググループにお

いて、センター設置に関するワーキンググループの意見が取りまとめられております。 

   また、センターの設置に伴い、町が設置主体である通園デイサービス事業、おれんじくらぶ

の事業所移転が必要となるため、ワーキンググループでの検討と並行して、移転後の施設整備

に関する協議を行いました。その結果、令和７年１０月３日付で御荘福祉施設協会より施設整

備等に関する要望書が提出されております。 

   ２の事業の概要についてですが、児童発達支援センター設置検討ワーキンググループの意見

を踏まえ、設置場所は城辺保健福祉センターとし、その開設に必要な経費を１２月補正予算で

計上いたします。 

   ３の総合計画との整合性については、第３次愛南町総合計画の政策１「支えあい健やかに暮

らせるまちづくり」、施策１－３「障がい者（児）福祉の充実」、基本事業「児童発達支援の充

実」に当たります。 

   ４の他の自治体の類似する政策との比較検討ですが、南予地域に児童発達支援センターは設

置されておりません。中予・東予地域では、６市町で１１の児童発達支援センターが開設され

ています。 

   ５の町民参加につきましては、障害の有無や年齢にかかわらず、子供の育ちに関わる様々な

立場の町民となります。 

   ６の関係ある法令及び条例ですが、児童発達支援センターについては、児童福祉法第４３条

において規定されております。また、開設までに愛南町児童発達支援センター設置要綱を制定

いたします。 

   ７の事業費につきましては、児童発達支援センター開設準備に必要な経費として、１２月補

正予算で１６９万７,０００円を計上いたします。財源は一般財源となります。 

   補正予算の内訳ですが、幼児用トイレ取付工事に３９万９,０００円、療育に必要なマット

等の備品や療育環境整備のためのパーティションやロッカー等の備品の購入で１２９万８,０

００円となります。 

   将来にわたるコスト計算についてですが、今回は開設のために必要な経費を計上しておりま

す。来年度以降はおれんじくらぶへの委託料と運営のための費用を計上することになります。

おれんじくらぶの委託料の大部分が人件費となっておりますので、配置する人員について増減

がありますが、センター設置による大幅な増額はない見込みです。 

   以上で説明を終わります。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑を受けます。 

   金繁議員。 

○金繁議員 これ９月の議会で質問したんですけれども、分からない点がたくさんありますので、

たくさん質問させていただきます。 

   まず１つ目、これ非公開のワーキンググループで会議をされていて、そこで使われた資料も

黒塗りのページが何ページもありました。これだけ大きな事業、横連携、縦連携が必要な事業

で、非公開で、１２月議会に補正というのは、私たち議会にもちゃんとした内容の説明ないま

ま今日に至っているので、びっくりしているんですけれども、公開の協議というのはもうしな



15 

 

いんですか。というのが１点。 

   次に、この非公開のワーキンググループにどういう団体の誰が入っているのかというのも全

部黒塗りでした。関連団体、全て入ってもらっていますか。一部の団体だけに声をかけて、一

部の団体には、それ以外の団体には声をかけていないということはないですか。座長はどなた

ですか。それさえも分からないんですよ。やはり関連団体にはしっかりと声をかけて一緒に協

議しないと、後々いろんな問題が生じてくるんじゃないですかね。その点、お聞きします、２

点目。 

   それから３点目、御荘福祉施設協会より施設整備等に関する要望書が提出されたとあります

けれども、この要望書の内容、全く資料として添付もされていない。これで私たちは判断でき

ないですよ。要望書を添付してください。 

   次に、ワーキンググループの意見を踏まえとあるんですけど、これも全く資料として添付さ

れていない。私たちの判断資料として全く足りません。ぜひこのワーキンググループの意見も

判断資料として提示してください。 

   ５つ目、おれんじくらぶ、現在、療育施設として仕事していただいていますけれども、これ

児童福祉法にのっとって１８歳までの方たちを対象としていますよね。でも、９月議会でも確

認しましたけれども、この新たに設置する児童発達支援センターは、二十二、三歳までの方を

対象にする予定であると。では、この１８歳以上、二十二、三歳までの方たちの対応というか、

はどういうふうに対応されるんですか。どのようにお考えなんでしょうか。今までと全く同じ、

おれんじくらぶさんの体制で対応されるとお考えですか、それとも、もっとほかに人員なり専

門家が必要だとお考えですか。 

   ６番目に、予算も非常に小さい１６９万円で、しかも工事費は４０万円足らず、防音施設と

かもできないと思います。これで十分な施設ができるんでしょうか。今のおれんじくらぶの施

設、新しくてすてきな場所ですけれども、今のおれんじくらぶからこちらの城辺保健センター

に引っ越していただいて、おれんじくらぶさんにとってどれだけ、もちろん一番は利用者の人

たちにとってどんなメリットがあるんですかね、施設として。利用者それからおれんじくらぶ

さんにとってのメリットを具体的に教えてください。 

   ７つ目に、９月議会でも質問しましたが、特に教育との連携が非常に重要な事業です。これ、

お金がないということで、教育委員会内での人員を、マンパワーについては検討するというこ

とだったんですけども、それについてはどのように検討されたんでしょうか。 

   以上、７点お願いします。 

○嘉喜山副議長 説明をお願いします。 

   中川保健福祉課長。 

○中川保健福祉課長 お答えします。 

   まずは非公開で実施している、ワーキングのほうを非公開で実施したことについて、その後、

公開はしないのか、公開の協議はしないのかという点ですけれども、その点につきましては、

今後、保護者や関係者への説明の中で意見を聞く機会は設けたいと思っております。既に専門

的な観点から地域のニーズであるとか、既存の施設との連携につきましては、ワーキングのほ

うで検討を行っております。その結果、具体的な方向性を確認することができたところですの

で、今後、公の場での協議といったところは予定しておりません。 

   また、しかし、これからもどういった事業をしたらいいかですとか、内容的なところにつき

ましては、保護者とか関係者の中から意見をまた聞く機会を設けようと考えております。 

   それから、ワーキングにつきましては、関連団体のほうには、療育を行っている関連団体の

ほうには声をかけて、参加をしていただいています。座長につきましては、医療機関の代表と

いうところで担っていただいて、御荘診療所の長野先生のほうに担っていただきました。 

   それから、３点目の御荘福祉施設協会の要望書と、またワーキングの意見についてはまた資
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料提供をさせていただこうと思います。主に要望書につきましては、施設整備のことですとか、

必要となる備品であるとか、人員体制のことについての要望がなされておりました。一つ一つ

のことに対して、おれんじくらぶのほうと協議をしまして、可能な範囲で、どうしても施設整

備のところで、今の城辺の保健センターのほうでどうしても工事ができない部分とかもありま

したので、そういったところについては御説明をして、御理解をいただいているところです。 

   それから、５点目の対象につきましては、一応、児童発達支援センターの対象は、国が示す

対象については未就学児ですけれども、本町では切れ目ない支援を提供するということで、１

８歳まで、それから卒業後、就労のところもありますので、少し幅を持たせて、二十二、三歳

ということで以前お答えしていたかと思うんですけれども、おれんじくらぶの対象は児童発達

支援になりますので、中学生までを対象に行います。それ以外の、療育というところでの支援

はないんですけれども、相談ですとか、相談業務、相談部門のところで支援を、就労に至ると

ころ、卒業後までの継続した支援といったところを展開していきたいと考えております。 

   それから、工事費につきましては、先ほどの御荘施設協会からの要望を基におれんじくらぶ

と協議を重ねて、必要な部分について盛り込んだ形で今回、補正予算を要求させていただいて

いるところでございます。 

   それから、おれんじくらぶが城辺保健福祉センターに移転することによる利用者のメリット

というところになりますけれども、送り迎えが必要となる事業になりますので、送り迎えをす

る際に、はまゆう、おれんじくらぶまでの距離がなかなか、送迎が難しいといったところで利

用をちゅうちょされる保護者の方もおられますので、そういったところで利用者のアクセスが

しやすい場所になるというところのメリットはあろうかと思います。 

   それから、今後、利用につながる方というのが、改めておれんじくらぶを利用するという、

場所的なところ、どういった場所でしているのかとかどういうことをするのかといったところ

が、そこの見学、今でありましたら保健師等と見学をして、その場所に行って見せてもらうと

いうところで利用につながっているんですけれども、健診とか健康相談とか育児相談とかで、

日頃使い慣れている施設の中でやっているというところで、保健師の活動やおれんじくらぶの

活動が連携して御紹介して利用につなげることができると思っておりますので、そういったと

ころでのメリットはあろうかと思います。 

   それから、教育との連携につきましては、ワーキングの中で学校関係の方にも入っていただ

いて御意見を頂いておりました。今後、開設後につきましても、ケース会議であったり、連絡

会等の場を持ちまして、連携を引き続きやっていきたいと考えております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 ありがとうございます。 

   再度お聞きします。まず、２つ目の、全ての関連団体に声かけをしたかということなんです

けど、じゃあ全ての団体に声かけをしていると。でも来られなかったのは、その団体の判断で

来られなかったということでよろしいですね。それ１点。 

   それから、６番目の、失礼、５番目のおれんじくらぶが二十二、三歳まで対応するのか、就

労相談まで相談部門として相談を受けるのかということなんですけど、そこを明言がなかった

ようなので、これはおれんじくらぶがするということになるんですかね。誰が就労までの相談

部門を担うのかという点を再度お聞きします。 

   それから、あっいいです、２点お願いします。 

○嘉喜山副議長 中川課長。 

○中川保健福祉課長 ワーキングの全ての関連団体に声をかけてというところなんですけれども、

こちらで必要と思う関連団体のほうにはお声かけをして、お声かけをした方々には出席をいた

だいております。 
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   それから、おれんじくらぶ、児童発達支援センターは就労まで、就労に至るところ辺りまで

の支援をしていく施設で考えておりますけれども、おれんじくらぶは児童発達支援を行う療育

の施設になりますので、対象は中学生までとなっております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 ２点目についてもう一回聞きます。 

   じゃあ誰が対応するんですか。そして、おれんじくらぶではないとしたら、おれんじくらぶ

以外の誰が対応するのかということを、おれんじくらぶさんは認識されていますか、伝えてい

ますか。 

○嘉喜山副議長 中川課長。 

○中川保健福祉課長 失礼しました。中学生までがおれんじくらぶの対象で、それ以降につきまし

ては、児童発達支援の療育の部分はおれんじくらぶが担います。それで、相談部門になりまし

たら、相談支援を行うスタッフになりますので、保健師であるとか、言語聴覚士であるとか、

相談支援専門医が担うことになっております。そこについては御説明をしておりますし、御理

解はいただいていると考えております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ、次に移ります。 

   次に、４番目の愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例の一部改正について説明を求めま

す。 

   土居子育て支援課長。 

○土居子育て支援課長 子育て支援課から、愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例の一部改正

について御説明いたします。 

   １、条例改正の目的ですが、愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん（あいなんくる）は、子

供たちが安心して過ごすことができる居場所の提供、及び将来に向けての豊かな成長と生活力

の向上を図ることを目的として設置した児童福祉施設です。令和７年４月より愛南町社会福祉

協議会へ運営委託し、放課後の子供たちに安全・安心な居場所を提供するとともに、学習や生

活習慣定着の支援、様々な体験活動、地域交流などを通して、子供たちの成長のサポートを実

施しております。 

   活動の様子は、８月の議員全員協議会でも御報告しておりますとおり、学校でも家庭でも塾

でもない、子供たちが安心して過ごすことができる第三の居場所として一定の成果を上げてお

ります。今後はさらなる児童福祉の推進のため、指定管理者制度を活用した、民間の持つ活力

やノウハウ、地域や関係機関とのつながりを取り入れることで、住民サービスの向上、福祉の

増進を図りたいと考えております。 

   また、隣接する御荘夢創造館も併せて指定管理者の指定を行うことで、一体的な管理により

児童福祉施策全体の効率化を図りながら、福祉サービスを一層充実させてまいりたいと考えて

おります。 

   ２、条例改正の内容ですが、愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例第８条を第１２条と

し、第７条の後に次の４条を追加いたします。第８条に指定管理者による管理、第９条に指定

管理者が行う業務、第１０条に原状回復義務、第１１条に損害賠償義務の条例を追加いたしま

す。 

   なお、この一部条例改正は１２月議会に上程の予定としております。 

   以上、愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例の一部改正についての説明といたします。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 
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   これより質疑をお受けします。 

質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 ないようですので、次に５番、町立保育所の現況について説明を求めます。 

   土居子育て支援課長。 

○土居子育て支援課長 続きまして、子育て支援課から、町立保育所の現況について御報告いたし

ます。 

   近年の人口減少、少子化などを要因として、保育所の入所者数は減少傾向にあります。その

中でも、緑保育所については、昨年度から保育所統廃合の基準によりその対象となっているこ

とから、１０月２０日に緑保育所に関する地域懇談会を開催し、保育所の児童数等の現況や活

動状況を説明の上、意見交換を実施しております。現時点で緑保育所の閉所が決定したもので

はありませんが、現状と今後の課題共有を目的として御報告させていただきます。 

   なお、本日の資料は地域懇談会で使用した資料と同様の内容です。 

   それでは、資料に沿って御説明いたします。 

   （１）町内保育所の児童数の推移ですが、現在、愛南町には町立保育所５か所、私立保育所

２か所が設置されており、０歳から５歳クラスまで３０６人の児童をお預かりしております。

町内保育所については、それぞれ旧町村で設置された１６の保育所が町村合併により愛南町へ

引き継がれておりますが、施設の老朽化や入所児童数の減少などの様々な要因から、統廃合を

経て現在５つの保育所が運営を行っております。 

   入所児童数は、平成１７年度から多少の増減はあるものの、５歳以下人口に比例して減少が

続いており、今年度はほぼ３分の１の入所者数となっております。また、保育所定員に対する

入所率は６０％となっております。５歳以下の人口、保育所の入所者数とも減少傾向ではあり

ますが、近年は保護者の働き方の多様化等により、５歳以下人口に対する入所率は増加の傾向

です。 

   （２）令和７年度児童・職員数では、町立保育所の入所児童数は２５８人で、職員数は１１

１人となっております。御荘保育所、城辺保育所では０歳児保育を実施、また全ての保育所で

早出保育、居残り保育を実施しております。年齢に応じて、入所児童数に対して求められる保

育士数を確保し、また増加傾向にあります配慮の必要な児童に対応するため、加配保育士の配

置を行っております。 

   （３）令和７年度当初予算の保育所に係る経費は全体で約７億５,４００万円を計上してお

ります。本年度は柏保育所、御荘保育所で大規模改修工事を、一本松保育所では空調新設工事

を実施しているため、管理運営費が増額しておりますが、工事費を除く児童１人当たりの運営

経費は、保育所の規模に応じて約１８０から３８０万円のところ、緑保育所については約１,

２００万円となっております。保育に係る保育材料費や給食材料費などの単価は全ての保育所

で統一されておりますので、この差はおおむね人件費によるものとなります。 

   裏面、２ページ目です。 

   （４）施設の状況ですが、いずれも施設の状況や時期を見て改修を実施し、子供たちにとっ

て安全・安心な保育が行えるよう整備しております。資料にはありませんが、緑保育所では平

成１６年度に大規模改修工事、平成３０年度に屋根防水工事を実施しております。一本松保育

所については、個別施設計画により令和１２年度の建て替え工事を計画しておりますが、今後

も見直しを行いながら整備をしてまいります。 

   ２、緑保育所の活動状況については、今年度は通常保育のほか、以前より緑保育所で実施し

ております一時保育に併せて、新たに御荘保育所から子育て支援センターこあらを移管するこ

とで、早出保育、居残り保育の職員を確保することができております。 

   令和８年度以降の児童数見込みについては、７月から８月にかけて、緑地区、山出地区、僧
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都地区の未就学児を養育する家庭を対象にアンケートを実施し、入所見込みの確認を行いまし

た。緑保育所に在園している家庭も含め、８家庭１２人の児童が対象です。アンケートでは、

令和８年度の緑保育所の入所予定児童はおおむね１人であり、また将来的な入所の希望も１人

となっております。 

   （２）緑保育所での保育活動は、少人数であるため、きめ細やかな関わりができるといった

利点がある一方で、行事や活動内容を変更するなどの工夫も必要となっております。また、子

供同士で関わる経験を確保するため、１つの保育室内で活動しており、様々な場面で保育士が

介入し、選別や手配をするなどの課題も見られております。 

   以上、簡単ですが概要を説明させていただきました。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 緑保育園の現況について、先頃、緑保育園のほうに子育て支援課と町長、副町長もい

らっしゃって、地元の方たちの意見を聞いていただいたと伺っています。その中で、町民の方

から、やはり緑小学校、まあ確かに人数は減っているんですけれども、津波・浸水の危険のな

い場所であり、指定避難所のまさに隣にある保育所ですので、そういうことを勘案して、人数

が減っていることは深刻ではあるんですけれども、将来的に、例えば移住者が来たときにどこ

の地域に優先的に住んでもらえるかという視点からも、やはり総合的に、どこの保育所を残す

のかということを考慮していただきたいという意見が出ていました。 

   ですので、こういう数字を共有していただくことはありがたいんですけれども、ぜひ今後、

その視点からも加えて検討していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。横連携も必要

となってきますので、その点もお願いします。 

○嘉喜山副議長 土居課長。 

○土居子育て支援課長 まだ閉所等、統廃合について決定しているわけではないというところで先

ほど申し上げましたが、情報共有、課題提供という、課題の共有ということでお話に行かせて

いただいたところですので、その場ではそういう御意見を頂いて、なかなか移住者を緑地域に、

限定的に優先的に紹介するということはなかなか難しいところはあるとは思いますが、そうい

ったところも、全体的な移住の政策の中でまた担当各課とも共有しながら検討を進めたいとは

考えております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 限定的にというのは理由がありまして、先ほど言いましたように、災害時のことを考

えたときに、非常に、避難所としても大切な地域、町全体のね、を見たときに緑地区、それか

ら一本松もそうですけど、重要であると。それからこれは保育園だけの問題ではなくて、保育

園がなくなると必然的に小学校もなくなっていくので、そういう意味で、もう長月もない、な

くなってしまいましたので、町としてどこを安全、かつ、災害時のね、安全性、それから移住

者という２つの視点からどう考えるのか。町全体として考えるべきではないかという提案です。

そういう声が町民の方たちから複数上がっていましたので、今後、御検討いただけたらと思い

ます。 

○嘉喜山副議長 町長。 

○中村町長 私のほうもその会に出ておりましたので、そのときに頂いた意見としましては、緑保

育所の人数をできれば増やしたいのもあるので、できるだけ移住者を、緑地域を優先して来て

もらえるような、そういう施策を町として取れないかという御意見だったと思いますので、町

としては緑地域だけに限定して、そういう移住者を、来てくださいという紹介の仕方はできま

せんと。ましてや今のような形で、緑は安全です、じゃあほかの海沿いは全て危険ですという
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ふうに、それは逆説的には捉えられますので、町としてそういうことはできませんというふう

に答えております。十分、緑地域がそういう、特に津波等で安全とかいうのは、愛南町の資料

全体を見ていただければ、移住者からも判断をしてもらえるものと考えておりますので、それ

を取り立てて町としてＰＲすることはできませんという回答をさせていただきました。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 理解いたしました。 

   私が言っている点はちょっとずれていて、一般質問も前町長のときにもさせていただいたん

ですけど、教育の面から、例えば松山市ですとか、特色ある学校として、やはり自然の中で伸

び伸びと勉強して育ちたいという子供たちのために、特色ある学校を残しています。文部科学

省もそれを進めているわけですけれども、愛南町も学校統合する際に、そういう視点からも考

えるべきではないかということを提案させていただいています。その点について、新しい教育

長からまだお答えはいただいていないんですけれども、ぜひ保育園と小学校というのは連動し

ていますので、今度の未来委員会ですか、の中でも検討していただけたらと思います。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 教育長。 

○中尾教育長 学校の未来検討委員会は、そのような創造的な対話・協議ができるように考えてお

ります。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかに。 

   原田議員。 

○原田議員 現在の緑保育所の状況については、ここにあるように非常に児童数も、現在４名とい

うことで、そして令和８年度からは１名になるというこの予測、非常に現状は大変厳しいと思

います。子供はそこそこおるとは思うんですが、先ほど課長の説明のように、ほかの、ほかと

いうか城辺の保育所に行かせている家庭が結構おられるということで、もうこういった状況に

なると非常に、子供たちを増やしていくのは厳しいんじゃないかと思います。 

   今後、緑保育所を廃所にするのか、また存続するのかはまた地区との協議が非常に重要にな

ってくると思うので、今後その話合いの機会というのをどのように持っていくのか。それと、

いつ頃を目安にこの結果を出すのかをちょっとお聞きします。 

○嘉喜山副議長 土居課長。 

○土居子育て支援課長 お答えします。 

   懇談会の場でも、参加者の方から、地域でも一度持って帰って、話合いをさせていただきた

いというようなお声をいただきましたので、会の最後に副町長のほうからも、そういう声をい

ただいたので改めてまた意見をということで回答させていただいております。まだちょっと地

域のほうから、いつぐらいに、今度は地域での話合いがされるのかというようなところはいた

だいておりませんが、来年度の入所のスケジュールがもう既に決まっておりまして、今現在、

申込みを、１１月２５日までに入所申請をしていただいて、申込みをいただいているところで

す。この後、保育所での面談を経まして、２月の２０日には入所決定の通知を出す予定にして

おります。この後、入所者数が実際、何人になるのかというようなところも踏まえて、その辺

りも地域のほうにお伝えをして、できれば２月の入所決定までには結果を出せればいいのかな

というふうには考えております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

   尾崎議員。 

○尾崎議員 今、原田議員からもありましたが、令和８年度以降、４人から１人になり、１２年度
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にはゼロの見込みという現状、この資料を見たんですけれども、保育所というのは私、税金で

運営されております公共の施設であります。限られた財源の中で、やっぱり持続の可能性や公

平性というものを考慮する必要があろうかと思います。 

   ですから、これは緑地区だけではなくて、町全体の一つの課題として考えていく必要があろ

うかと思います。極端に少人数の児童に対して多くの職員と高額な経費を導入すること、これ

はやっぱり愛南町におけるほかの福祉サービスとのバランスも著しく欠き、公平性も欠くこと

にもなるのではないかと思います。この辺のところをしっかり踏まえて協議をしていただきた

いと思うんですが、いかがでしょうか。 

○嘉喜山副議長 土居課長。 

○土居子育て支援課長 議員おっしゃられるとおり、なかなか、経済的な財政面だけで教育、例え

ば保育を語るのかというようなところはいつも言われているところではありますが、そこも大

事な一つの観点として協議をしてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 石川議員。 

○石川議員 緑の児童数が、１２人おって、１２人でしたっけ、８家族、アンケート取られた。見

込みが１人ということで、１１名はよそに行くんだろうというふうに思いますが、ほかの保育

所に、何かその辺りの理由とかいうのは、保護者の方から聞かれていますか。 

○嘉喜山副議長 土居課長。 

○土居子育て支援課長 お答えします。 

一家庭一家庭に確認をしているわけではありませんが、入所時に保護者の勤務先ですとか、

家庭での保育状況とかの確認をいたしますので、保護者の勤務地に近いとか、もちろん、緑保

育所が０歳児保育をしておりませんので、小さなお子さんはどうしても０歳児保育をしている

保育所のほうに行かれるというようなところで、人数が減っているのではないかというふうに

考えております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければこれで終わります。 

   続きまして、６番、ふるさと納税の状況について説明を求めます。 

   兵頭商工観光課長。 

○兵頭商工観光課長 商工観光課です。資料番号６番、ふるさと納税の状況について説明をさせて

いただきます。 

   １の政策の発生源です。ふるさと納税市場が拡大を続ける一方、返礼品をめぐる自治体間の

競争はさらに激しさを増しており、当町におきましても、新規返礼品の開発や既存返礼品の生

産力の強化、さらには付加価値の創出が課題となっております。 

   ２の提案に至るまでの経緯です。令和７年度の愛南町のふるさと納税は１０月末時点で受入

額約１５億４,０００万円となっており、９月のポイント制度廃止に伴う駆け込み需要に対し、

年度当初から体制を強化したことにより、対前年度比２.３倍へと大きく伸びております。年

末の駆け込み需要はやや落ち着くと見込んではおりますが、ふるさと納税市場の全体が拡大傾

向にあることから、今後も堅調な推移が見込まれます。 

   寄附増加の主な要因としましては、返礼品の拡充や取扱いポータルサイトの増加に加え、昨

年度実施しましたふるさと産品創出支援事業により生産体制を強化した水産加工品や農産品

が牽引役となっており、寄附者から高い支持を得ております。今後は全国的な競争が激化する

中で、人気返礼品の安定供給体制を確立するとともに、新規返礼品の開発や事業者支援を継続

的に推進し、ふるさと納税のさらなる成長を図り、地域産業の振興及び雇用の創出につなげて
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いきます。 

   （１）の寄附件数と寄附額の推移です。令和７年４月から１０月までの累計は、寄附件数１

４万３,８０６件、寄附金は１５億４,３７０万円で、歳入予算額を、最大３３億円を想定をし

ております。 

   グラフを御覧ください。折れ線グラフが寄附件数で、棒グラフは青色が５年度、緑色が昨年

度、柿色が今年度です。９月を見ていただくと分かりますように、令和５年度と今年度は制度

改正による駆け込み需要で、昨年に比べ大きな寄附金額となっております。今後、年末の駆け

込み需要はやや落ち着く見込みではあるものの、ふるさと納税市場全体が拡大傾向にあること

から、今後も堅調な推移が見込まれます。 

   （２）のふるさと産品創出支援事業についてです。今年の好調な推移の要因となっておりま

すふるさと産品支援事業を、今年度も町内の６事業者がクラウドファンディングで実施してお

ります。 

   ①の期間は令和７年８月１日から令和７年１２月３１日です。②の寄附目標額は１３億３,

８４３万２,０００円です。③の寄附金額は、目標額を達成した場合、４億１５２万９,０００

円です。今回の１２月補正は当初予算との差額２億５,０５２万９,０００円です。 

   ここで一つ訂正をお願いします。８,０００万円と当初予算の金額を書いておりますけど、

当初予算は１億５,０００万円ですので、訂正のほうをお願いします。失礼しました。 

   ⑤の現在の実績は、１０月２６日現在、８億３３１万２,０００円となっております。 

   ３の総合計画との整合性は、下記の２件です。４の参考とした他の自治体の類似する政策と

の比較検討は、ふるさと納税受入れ上位自治体を参考にしております。５の町民参加の有無と

その内容は、ふるさと納税返礼品等協力事業者と連携を図っております。６の関係ある法令及

び条例は、総務省の告示です。７の財源措置はふるさと納税寄附金です。８の将来にわたるコ

スト計算は、単年度で事業完了するため、将来のコストはありません。 

   最後に、ふるさと納税事業は今後も自治体間の競争が激しくなることが予想されております。

機会損失を生まないよう、スピード感を持った対応と柔軟な戦略を求める中で、歳入予算額３

３億円に迫れるよう、あらゆる施策を投入中です。 

   商工観光課からの説明は以上です。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ、これで６番を終わります。 

   続きまして、７番の愛南町第二期町営浄化槽整備推進事業契約の変更について説明を求めま

す。 

   谷岡環境衛生課長。 

○谷岡環境衛生課長 それでは環境衛生課より、愛南町第二期町営浄化槽整備推進事業契約の変更

についての御説明をいたします。 

   資料７を御覧ください。 

   １、政策の発生源・提案に至るまでの経緯でございますが、本事業はＰＦＩ事業を採用いた

しまして、令和元年１２月２０日に民間事業者と第二期町営浄化槽整備推進事業の契約を締結

しております。事業期間は令和２年度から令和１１年度までの１０年間で、浄化槽の設置と維

持管理業務を委託しております。委託業務の中には、浄化槽協会が行っております法定検査の

受検・支払い業務及び保守点検業務が入っております。 

   近年の状況の変化でございますが、（１）令和７年４月に法定検査手数料が改正されまして、

浄化槽設置後、初回に実施する７条検査で１件当たり３,５００円、毎年行わなければならな

い１１条検査で１件当たり１,０００円の値上げとなっており、委託事業者の維持管理費が増
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加しております。 

   （２）合併浄化槽の設置について、物価高騰等の影響により、計画どおり設置が現在進んで

おりません。 

以上のことから、契約事業者である株式会社愛南ＳＰＣより、契約書第７条第５項の規定に

より契約の見直しの要望があったことから、検討を行った結果、次のとおり契約の変更をする

ことといたします。 

   ２、事業の概要でございますが、（１）維持管理費、１件当たり１,０００円の増額を行いま

す。令和７年４月法定検査手数料の改正に伴い、契約書中の浄化槽維持管理業務実施細目に定

める維持管理委託料、１件当たり１,０００円の増額を行うこととし、令和７年４月１日に遡

って適用いたします。 

   なお、浄化槽設置後、一度実施しなければならない７条検査の３,５００円の値上げ分につ

きましては、自社で努力するというお話をいただいております。 

   （２）年度目標基数の８０基から６０基、年度目標下限値を５０基から３０基に変更いたし

ます。現在、年間８０基の設置を目標に事業を展開しておりますが、人口減少や近年の物価高

騰等の影響によりまして設置基数が伸び悩み、目標基数に達していない状況が続いております。 

   また、本事業は設置基数により町側の浄化槽の買取単価が変動する契約となっておることに

加え、浄化槽等の材料仕入れ単価の高騰が重なっており、契約事業者は令和５年度以降赤字が

続き、経営が厳しい状況となっております。今回、契約事業者から年間目標基数等の変更契約

の申出を受け、近年の設置基数及び契約事業者の経営状況を考慮した結果、年度目標基数及び

年度目標下限値の変更を行うこととし、令和８年４月１日から適用します。 

   （３）近年の設置基数の推移ですが、目標８０基に対し、設置基数は５０から６０基で、目

標設定機数に達しておらず、伸び悩んでおります。 

   ２ページ目を御覧ください。 

   ３、総合計画との整合性ですが、施策２－１「循環型社会の形成」、基本事業名は「生活排水

の適正処理」となっております。 

   ４、他の自治体の類似する政策との比較検討ですが、法定検査手数料の改定に係る各自治体

の対応についてですが、法定検査手数料は各市町で直接、浄化槽協会へ支払っておりまして、

自治体の維持管理費は増加となっている状況でございます。 

   ５、町民参加の有無とその内容ですが、こちらはございません。 

   ６、関係ある法令及び条例につきましては、愛南町営浄化槽整備推進条例等となっておりま

す。 

   ７、事業費・財源措置につきましてですが、維持管理委託料について、１基当たり１,０００

円の増加額に令和７年度の維持管理対象予定基数であります１,２２４基を乗じまして、年間

１２２万４,０００円の増加となります。財源措置は一般財源です。 

   ８、将来にわたるコスト計算ですが、維持管理委託料の影響額は、令和８年度は１２８万４,

０００円、令和９年度は１３４万４,０００円と、コストは増加すると見込まれております。 

   最後に、３ページと４ページに愛南町第二期町営浄化槽整備推進事業契約書の新旧対照表を

つけておりますので、お目通しをお願いいたします。 

   以上で説明を終わります。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

   石川議員。 

○石川議員 年度ごとを見ると、令和４年までは６０件ぐらいは超えていて、令和５年からそれを

切っているという状況が続いているのかとは思いますが、新築着工件数というのはつかんでお

られますか。 
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○嘉喜山副議長 谷岡課長。 

○谷岡環境衛生課長 着工件数ですが、着工件数については、うちのほう、設置、新たに設置する

住宅については、建設課のほうから情報が流れてきておりまして、それで大体の数というもの

は把握しております。今年度、既にもう設置、新築も含めてなんですけれども、１０月末で今

３８基の設置となっております。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ、７番を終わります。 

   続きまして、８番、第３次愛南町総合計画後期基本計画の見直し点について説明を求めます。 

   清水企画財政課長。 

○清水企画財政課長 続きまして、第３次愛南町総合計画後期基本計画の見直し点について説明い

たします。 

   第３次愛南町総合計画後期基本計画につきましては、８月の議員全員協議会で御説明したと

おり、現在策定中でございますが、現時点における変更点につきまして御報告いたします。 

   次ページの添付資料を御覧ください。 

   １ページ目の施策１－１「次世代につなぐ子ども・子育て支援の充実」、このページで説明い

たしますと、緑色の枠内が大幅な変更をしているところでございます。このページでは、右側

の施策の基本方針の一部と、左の基本事業の構成の指標名の一部を変更しております。また、

作業中と記載されている箇所につきましては、現在策定作業をしている最中でございます。 

   次のページには、同じ施策の前期計画を参考として添付しています。以降同様に各施策につ

いて添付しております。全部で２３施策ございますので、また御確認いただければと思います。 

   今後につきましては、作業中の部分を完成させた後に、１２月中には議会の議員の皆様のタ

ブレットに掲載させていただき、１月にパブリックコメントを実施し、２月の議員全員協議会

で報告した後、３月には公表する予定となっております。 

   以上、現状の報告といたします。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんでしょうか。 

   田中議員。 

○田中議員 すみません、この変更点というよりも、この総合計画全体のことについてちょっとお

伺いしたいんですけど、例えば、ここに今僕が第２次愛南町総合計画と第３次愛南町総合計画

というのを持ってきています。施策２－５という、大体、番号は同じなんですけど、安定的な

水道の供給というところなんですけど、こちらの中で示されているところで、全然変わってい

ないんですよね、今も昔も。もうこれ２０１８年から２１年までなんですけど、まあ担当課じ

ゃないと思うので内容に関してあれなんですけど、どうしてこれ全然、改善点がないというか

全く同じ文言なんでしょうか。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 総合計画そのものが、その現状の課題に対する町の施策というものを今後ど

のようにまとめるかというものなので、その際に変更がなければ、当然、その文言でいくとい

うのはあり得ると思います。そういうことで御理解いただいたらと思います。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 田中議員。 

○田中議員 であれば、老朽化した、すみません、ちょっとこちらの内容からちょっと読んでいる

んですけど、ダウンサイジングを検討しながら計画的な変更等を進めますってあるんですけど、

実際その水道の、今かかっているお金でいくと、３億円弱ぐらいが町から支出されているとい

うふうには認識しています。全然ダウンサイジングできていないというか、必要な経費ではあ
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ろうと思うんです。ただ…… 

○嘉喜山副議長 田中議員、それ何ページですか、資料の。今日の。 

○田中議員 パソコンですか。 

（発言する者あり） 

○嘉喜山副議長 その、今日の変更点の中に含まれるんですか。 

○田中議員 含まれます、含まれます。大丈夫ですか。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 田中議員、ちょっと御質問の途中ですけども、今日この場で、私どもに水道

のその変更点について求められても私答弁できませんので、それは、もしそういうことを言わ

れるのであれば、一般質問か何かでお願いします。 

○嘉喜山副議長 田中議員。 

○田中議員 そうなんです。一般質問で全然構わないんですけど、これがもう決まってしまってい

るというか、これってすごく大切なもので、次回にはもうこれで決定されるというものに対し

て、全く同じというのが、要は、ちゃんと話されていないよねと、検討されているんじゃない

んじゃないかって思ったんですよ。何年も前から同じことを書いているって、何の改善もされ

ていないじゃないですかということですよね。結局、改善、それを課長とか、清水課長の問題

ではないんですけど、要は、これを策定していく上で、要は、よりよきというところとか、町

の大事な、これ、ものになりますよね、指針だったりとか。そこを、全然、何年も前から同じ

で、結局何にもできていないじゃないという話なんですよ。そういうふうに思ったんですよ。

なので、それは策定方法とかにも、のやり方とかにもよるんじゃないかなと思って、どういう

ふうにそういうところを検討されているのかなと思って、お話、よろしくお願いいたします。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 できていない、成果が上がっていないというのは、そのときの成果において、

批判とか、議員の皆様からの御意見を頂いて、改善点を求めるということになりますが、その

手法として、この作成のときの問題点として変更をしていないということはあり得るというの

は私さっき言ったようになっております。その変更していないことが悪いということであれば、

それは一つの御意見として、また機会を持って御指摘いただければ、担当課のほうで対応させ

たいと思います。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 私、一般質問の中で、総合計画の策定、そしてレビューに係る理事者と議会との連携

ということを提案させていただいたことがあるんですけれども、それは私たち町村議長会の研

修で、本当に総合計画というのが一番大事な、町にとって憲法のような本当に一番大事な最上

位の計画であり、そこにやはり議会がしっかりとコミットしていく必要があるということを学

んできたからです。 

   今、田中議員の疑問も、私もすごく共有しているというか同感するところで、この計画、今

後の事業の概要を見ると、今後の策定作業、パブリックコメントを実施して、その後議員報告

して、その後公表して、もう決まりということなんです。ここを、これ全ての政策とか計画に

ついて議会がコミットしていくというのは本当、それはもう不可能だとは分かっています。た

だ、今、田中議員が言われたような、町民のライフラインである水道とか、非常に重要、今後

の、将来的にも町の財政に非常に重大なこと、影響を及ぼしてくるような事業に関しては、例

えば議会で一つ二つピックアップして、理事者側とその計画策定、決まってしまう前に、こう

いう方向ですと、こういうパブリックコメント出ましたと、でもこういうふうにできるんじゃ

ないですかというような、相互共有みたいな場を一つでも設けていくことは可能でしょうかと

いうことを私もお聞きしたいです。 
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○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 議会とのコミットということで、そもそも、変更点をこのように細部にわた

って事前にお示ししたこと自体が、私は議会に対する共有というか、同じ課題を共有して、解

決策を見いだす一つの手だてだと思っています。これが、今後、議会のほうで、じゃあ私たち

もこれをしたいということであれば、議会の意見として出してください。それを私どもも尊重

したいと思います。 

   ただ、一個人の議員さんの疑問点とかそういうことに対しては、担当課に確認をして、そこ

ら辺の情報を、どういうような情報が来ているのかという確認は、担当課のほうでお願いしま

す。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 ありがとうございます。今のお答えを基にちょっと議会の中でお話しさせていただけ

たらと思います。ありがとうございました。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ８番を終わります。 

   続きまして９番、愛南町戻りがつお支援金の創設等について説明を求めます。 

   清水企画財政課長 

○清水企画財政課長 続きまして、企画財政課から、愛南町戻りがつお支援金の創設について説明

いたします。 

   ９月定例議会で承認いただきました、大学生等を対象とした戻りがつお奨学金補助金、奨学

補助金と、これとは別に、やはり人口減少スピードを緩やかにするための若者定住の支援措置

として、高校卒業生等を対象とした愛南町戻りがつお支援金を新たに創設します。 

   事業の概要としては、成人になる日において愛南町に住所を有していた者のうち、最終の学

校卒業後、引き続き愛南町に住所を有する者、もしくは最終の学校等を卒業した後、１０年以

内に愛南町に戻り、住所を有した者に対して支援金を交付するものです。 

   総合計画の位置づけは政策４、施策５の中の基本事業６「シティプロモーションと移住定住

の促進」に位置づけております。 

   他の自治体での類似施策につきましては、全国いろいろなことがありますが、宇和島市にお

いて若者定住奨励金制度というのがございます。町民の参加については、補助金の対象者にな

りますが、具体的には、先ほど説明したとおり令和７年度以降に成人になる日において町に住

民登録をしている者で、最終の学校を卒業後、引き続き町に住所を有する者、もしくは最終の

学校等を卒業し、１０年以内に町に住民登録をし居住する者。それと町税等の滞納がない者、

町の奨学金制度または奨学金返済支援制度を利用していない者の全てを満たす必要がありま

す。 

   関係法令等については、愛南町戻りがつお支援金交付要綱を策定中です。 

   １人当たりの支援額は、毎年５万円を１０年間支給することになり、最大で５０万円となり

ます。 

   事業費につきましては、大まかな見込みではございますが、南宇和高校の町内就職率に南宇

和高校以外の高校卒業分を勘案して算出しております。令和９年度の支払い対象人数は１６人、

支払い額を８０万円と見込んでいます。これにつきましては１２月補正予算で債務負担行為と

して計上する予定です。支援金の支出初年度は令和９年度からとなります。 

   財源についてはふるさとづくり基金を活用する予定ですが、ふるさと納税の状況によっては

地域活性化基金の活用も視野に入れております。 

   将来にわたるコスト計算についてはお示ししている表のとおりですが、制度開始前の現時点
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では大まかな試算となっています。制度開始後の実績などにより大きく変わるものと御理解く

ださい。その都度、債務負担行為を変更していきます。 

   最後に、債務負担行為について記載しておりますが、上段には１２月補正で新規に計上する

今回の愛南町戻りがつお支援金を記載しております。下段は９月補正に計上した愛南町戻りが

つお奨学補助金ですが、その名称を、Ｕターンを奨励するという意味合いから愛南町戻りがつ

お奨励金に変更したいと考えています。この変更につきましても１２月補正に計上する予定で

す。 

   この奨励金につきましては、支出初年度が令和１０年度と、まだまだ先になりますが、制度

の周知などは１２月の広報紙に掲載したいと考えております。変更後の名称で周知したいと考

えていますので、御了承ください。 

   以上、愛南町戻りがつお支援金の創設等の説明といたします。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

   山本議員。 

○山本議員 補助対象となる者についてちょっとお伺いしたいんですが、成人、１８歳になる日に

おいて町にと書かれているんですけれども、これもうこの対象の、はもうこれだけですか。例

えば町内で就職した人とか、通信なり何なりで学校に行っている方とか、そういう条件みたい

なのはほかにはないんですかね。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 町内で就職とかという条件はなくて、必然的に、学校を卒業されて、就職さ

れた方はこの条件に当てはまるわけでございまして、ですよね。そのような理解でよろしいで

しょうか。 

○嘉喜山副議長 山本議員。 

○山本議員 簡単に言いますと、何もしていなくてもということですね。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 そのとおりです。就職の要件は設けておりません。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

   石川議員。 

○石川議員 これ、成人１８歳で最高１０年ということは、２８歳までが対象になるんじゃないか

なと、受けられるのがですよ。そういうことですよね、多分。２８歳というと、まだ独身の方

もおるし、これ３５歳ぐらいまで伸ばしたら結婚して一緒に帰ってきてもらえるんやないかな

という考え方もあるんですが、２８歳にとどめずに、３５ぐらいまで伸ばしたらどうですか。

１０年間やったら４５歳まで愛南町にいていただけるということにもなるし。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 １０年間というのが、その基準がどうかというのはありますけども、実はＵ

ターンで、１０年以内にＵターンした方も対象になりますから、それ以降１０年間、だから２

８歳でぴしゃっとは終わるわけではございません。２８歳で終わるのは、学校を卒業して、例

えば南宇和高校を卒業してそのまま１０年間移住した場合の、最高の年齢でございますが、例

えば大学に行っとって、どっかに就職して、２年後に戻ってきたという方もそれからの１０年

間になりますので、一概に２８歳が限度ということではございませんので理解ください。 

○嘉喜山副議長 石川議員。 

○石川議員 私、受けるのが、２９歳になったら受けられないということで、２８歳までだったら

受けられるという理解なんですが。ということは、２９歳から１０年間で３９歳までというこ

とじゃないかなというふうに理解しておるんですよ。だから２８歳で帰ってくるというのは、



28 

 

独身で帰ってこられる方もおるので、かなり。だから３５歳までを上限にしてやったらどうで

すかという質問です。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 もう既に９月議会で債務負担行為として承認いただきました以前の奨学金

の返済の助成金との整合性を取った１０年間でございますので、御理解いただいたらと思いま

す。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 宇和島市の同様の制度なんですけど、これはいつ頃から始まっていて、どのような効

果があるのか、１点と、それから、愛南町も財政かなり厳しくなっていると思います、ふるさ

と納税がかなり伸びているのでそうとも限らないかもしれませんが、もう予算編成方針って出

ている頃かと思うので、それをぜひ共有していただけたらと思うんですけど、２点お願いしま

す。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 宇和島市の制度につきまして、その効果であるとか、そこまでは調べていな

いので、またちょっと調査したいとは思います。予算編成につきましては、共有したいと思い

ます。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 制度の内容については、１０万円から１５万円を、子供がいれば１世帯、１

回…… 

（発言する者あり） 

○清水企画財政課長 ちょっと室長に説明させますので。 

○嘉喜山副議長 桑原室長。 

○桑原政策推進室長 失礼します。この宇和島の制度自体は、Ｕターンというよりは、移住全体と

いうことの部分で対応している内容になっております。１世帯について１０万円から１５万円、

それプラス、お子さんも一緒に戻ってきたら５万円というような部分が追加されていく、１人

ずつというような内容なので、その効果という部分に対していえば、愛南町のこの制度とはち

ょっと種類が違うので、ちょっと説明しづらいというような形になっております。 

   それと、いつから制度をつくったかについては、ちょっと今の段階では分かりませんけれど

も、移住がはやった五、六年前ぐらいからのことかなというふうに思っているんですが、また

そこは改めて報告させていただきます。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 ありがとうございます。ぜひ効果のほう、単純に比較はね、額も全然違うので比較は

できないかとは思うんですけれども、どのような効果が出ているのかということを一応知りた

いなと思いまして、また教えてください。 

   それから、先ほど同僚議員からもありました、何をしていなくても頂けるんですかという質

問がありました。その背景にはきっと、この事業を始めるに当たって、目指すところ、経済効

果とか、私はそこが気になるんですけれども、人口減少スピードを緩やかにするということは

本当に大事で、必要だと思うんですけれども、経済状況、地域経済にとってどのような効果が

あると考えられるのかという点もお聞きできたらと思います。 

○嘉喜山副議長 清水課長。 

○清水企画財政課長 若者が１人増えることによる経済効果ということなんでしょうけども、移住

とかＵターンというのはもう個々の状況であって、もたらす経済効果というのは様々であると
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思うんですけども、そのため具体的な金額を算出しているわけではございません。ただ一般的

には、１人の方が住まわれる消費、その方がもし働かれたら税収、それと地域に与える活性化、

それと労働力となって地域に貢献する産業振興などを考えると、最大５０万円の効果は大きく

上回るものだと考えております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 中村町長。 

○中村町長 すみません、先ほど働いていなくてもという部分での質問あったと思いますけど、今

の考え方なんですけど、例えば先般、タイミーというところと包括連携協定を結んだんですけ

ど、本当に１時間単位であったり、週に何回であったり、そういう働き方を選択される若い子

も当然出てきます。一律に働いていないと駄目とか、それじゃなくてまずはここに戻ってきて

いただいて、場合によったら本当に働いてもらえる可能性のある人材を増やすという意味でも、

今回こういう制度を提案しております。 

○嘉喜山副議長 山本議員。 

○山本議員 すみません、私も働いていないと駄目と思っているわけではなくて、何ていうんです

かね、地元の企業に就職していただいたりとかしたら、やっぱり地元の企業さんも助かります

でしょうし、人材確保の面でも助かると思うので。それと、地元の方に働いてくださる方、例

えば町外で働いているけど住んでいる方とかも、やっぱり全部同じなのかなというのをちょっ

とお聞きしたかったんで、すみません、ちょっと言葉が足らずに。そこだけ訂正させてくださ

い。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ次へ行きたいと思うんですが、時間が押しております。それで、もう休

憩を取らずに１０番以降を行きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 それでは、１０番の指定管理者候補者の選定について説明を求めます。 

   濵総務課長。 

○濵総務課長 指定管理者選定委員会の事務幹事課が総務課になりますので、私のほうから説明を

させていただきます。 

   まず１番、政策の発生源・提案に至るまでの経緯ということで、愛南町みしょうＭＩＣ、愛

南町フレッシュ一本松、旅客船及び観光案内待合所、深浦交流館、中浦交流館の５施設が、令

和８年３月３１日をもって５年間の指定管理が、指定期間が満了することに伴いまして、記載

のとおり指定管理者選定委員会を開催いたしました。 

   協議の結果、フレッシュ一本松については、一本松ふるさと振興株式会社が合併以前から管

理運営に特化した目的で設立された第三セクターであることから今回も非公募とし、深浦及び

中浦交流館の２施設については、地域性が非常に高い施設であることから引き続き地元に管理

を任せることが望ましいという結果となりました。みしょうＭＩＣと旅客船及び観光案内待合

所につきましては改めて公募を行うこととしまして、９月１８日から１０月２２日までの１か

月余り公募を行い、それぞれ１者ずつの応募がありました。みしょうＭＩＣについては有限会

社愛南総研様、旅客船及び観光案内待合所につきましては合同会社ＳｅａＷｅｓｔ様で、２施

設とも現行の指定管理者のみの応募となりました。 

   去る３月３１日の指定管理者選定委員会におきまして、応募者のプレゼンテーション、質疑

応答を行い、委員会として適切に対応できると判断したところであります。 

   （４）の今後のスケジュールとして、１２月議会に指定についての議案を上程しまして、承

認をいただきましたら、来年４月から引き続き指定管理による管理運営を行う予定としており

ます。 
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   ２の事業の概要、３の総合計画との整合性、４、他の自治体の類似する政策との比較検討、

５の町民参加の有無とその内容、６の関係ある法令及び条例につきましては、記載のとおりで

ございます。 

   ７、事業の財源措置につきましては、管理委託料を払っている施設につきましては、旅客船

及び観光案内待合所のみであり、その金額は１,８００万円であります。 

   ８の将来にわたるコスト計算につきましては、前段で述べた指定管理委託料をはじめ、施設

維持管理に係る経常経費や修繕料につきましては、各施設の締結している協定に基づきまして

費用が発生する予定です。 

   なお、参考資料として、各施設の近年の収支状況を添付しております。 

   以上で説明を終わります。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 今、自分ごと化会議を行っていて、非常にすばらしい取組だと思うんですけれども、

これからまだ話合いが続きますが、今日出されている指定管理の対象施設の１番と３番、あっ

違う、１番、２番、３番は自分ごと化会議にも対象となっています。 

   今後なんですけど、その自分ごと化会議でこういうふうにしましょうねと決まったときに、

今回の指定管理者として契約している、その契約内容とそごが生じる、自分ごと化会議の結果

とそごが生じたりとか、いやその内容ではもう自分たちは引きますとか、何かこう、いろんな

課題が出てくる可能性があるかと思うんですけど、その辺はどのようになるんですかね。 

○嘉喜山副議長 兵頭課長。 

○兵頭商工観光課長 自分ごと化会議を担当しています商工観光課からもお答えいたします。 

   この自分ごと化会議につきまして今協議中ですので、年度末にある程度の結果を踏まえた中

で、今後、町としてどういうふうに進めていくのか方向性が決まると思います。その中でこの

５年間の間に、双方で方向性が違ったりとか、いろんな経費的な違いが現れたときは、この５

年間の間でも双方で協議して、それについて協議を、話を進めていくということは、内諾は取

った上で今回の契約になっておりますので、その辺は御安心していただいたらと思います。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ、１０番をこれで終わります。 

   続きまして１１番、愛南町職員の給与に関する条例等の改正について説明を求めます。 

   濵総務課長。 

○濵総務課長 愛南町職員の給与に関する条例等の改正について説明をさせていただきます。 

   まず、１の改正概要です。令和７年１０月７日付で、愛媛県人事委員会から職員の給与に関

する勧告がありました。本町においても県の勧告内容に準拠し、月例給の改定及び期末・勤勉

手当の支給割合の引上げ等を実施するとともに、人事院勧告に基づく通勤手当及び宿日直手当

の見直しを行います。 

   ２の月例給の改定につきましては、実施時期は令和７年４月１日からということで、遡及適

用となります。大まかな内容としましては、若年層に重点を置きつつ、全年齢層で１万円前後

の賃上げとなる予定です。内容は表に示すとおりで、正規職員は平均３.４７％の改定率、影響

額は５,４００万円、会計年度任用職員につきましては平均５.６４％の改定率で、影響額は４,

４００万円です。 

   ３の期末・勤勉手当の改定につきましては、（１）の会計年度任用職員を含む一般職員につき

ましては、実施時期は令和７年１２月１日で、期末・勤勉手当の支給割合を０.０５月分引上げ
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となります。０.０５月の内訳は、期末手当、勤勉手当、それぞれ０.０２５月です。内容は表

のとおりで、影響額は正規職員で約２,７００万円、会計年度任用職員で約２,０００万円です。 

   （２）の特別職、町長・副町長・教育長・議員については、実施時期は同じく令和７年１２

月１日で、期末手当の支給割合を０.０５月分引上げさせていただきます。影響額は約３０万

円です。 

   ４の手当の見直しについては、実施時期は令和７年４月１日から遡及適用です。対象となる

手当は、通勤手当と宿日直手当です。通勤手当は、１０キロメートル以上１５キロメートル未

満から６０キロメートル以上までの距離区分について、２００円から７,１００円までの幅で

改定が行われます。影響額は約６０万円です。宿直手当は、宿日直手当は、通常の宿日直勤務

１回の場合、４,４００円を４,７００円に改定します。影響額は約１０万円という試算となっ

ております。 

   以上で説明を終わります。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

   石川議員。 

○石川議員 これ前にも一度言ったことあるんですが、宿日直手当なんですけど、拘束時間からい

えば手当が安いように思いますが、職員の場合と職員外の場合とで多分違うんだろうとは思う

んですけど、職員外の場合は、これは幾らになるんでしょうか。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 職員外の場合になると、定額の決められた額というのはありませんので、それぞれ

の地方公共団体とその委託先ということになろうかと思います。参考までに、今回のその額が

安いのではないかというこの額につきましては、国が示している、国が決めた額でございます。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 これ２から４までの改定、見直し、トータルで年間約１億５,０００万円ぐらい増額

になるということですよね。これ月例給が改定されると、残業代も増額になってくるかと思う

んですけど、それについてはどのぐらいを、今の現行での実績、残業実績からすると、どのぐ

らいの増加になるんですかね。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 現行では、今のところまだ残業手当の改定についての言及はしておりませんので、

今つかんでおりません、現在は。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 よろしいですか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 一応１億５,０００万円、この月例給の改定、この影響額に基づいて計算、おおむね

の概算を出すことはできるかと思うんですけど、一応出していただいてもよろしいでしょうか、

参考までに。 

○嘉喜山副議長 できますか。 

濵課長。 

○濵総務課長 残業時間がどのぐらいになるのかというと、その年によっては違うんですけれども、

大体、一般的にこのぐらいであろうというところでの算出ならばできるかと思います。 

○嘉喜山副議長 そしたら、これは求めるということでよろしいでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 そしたらお願いします。 
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   吉村議員、いいでしょうか。 

○吉村議員 この通勤手当、七、八年前やったかな、聞いたんですけども、国と県の１キロ当たり

四十何円のはずなんやけども、愛南町は低いんよな。今何ぼ、キロ当たり、燃料代。 

○濵総務課長 燃料代ですか。 

○吉村議員 うん。宇和島市が３７円やったのが、国・県に合わしたんやけども、愛南町は合わし

ていない。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 ３０円です。 

○吉村議員 なるほど。これ見直すつもりはないの。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 今のところそのままいこうというふうに考えております。 

○吉村議員 何でせんの。愛南町だけやない。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 全ての町、市町がそこに合わせていることではなく、違うところもあり、愛南町は

３０円でいっているということです。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 よろしいでしょうか。 

○吉村議員 はい。 

○嘉喜山副議長 ほかになければ１２番に行きます。 

   １２番、愛南町職員の旅費に関する条例等の改正について説明を求めます。 

   濵総務課長。 

○濵総務課長 愛南町の旅費に関する条例等の改正につきまして説明をいたします。 

   まず、１の改正概要です。国が国家公務員等の旅費法及び同施行令を改正したことを受け、

旅費制度の実態に即した見直しを行うものです。本町職員の旅費制度についても、国基準に準

じて整備し、公費の適正な執行と公平な運用を図るため、愛南町職員の旅費に関する条例、愛

南町議会議員の議員報酬等に関する条例、愛南町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関

する条例、愛南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行

います。 

   米印のついている愛南町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例につ

きましては、非常勤特別職の報酬見直しを検討しているため、日当廃止等と併せて、令和８年

３月議会への上程を想定しております。 

   なお、本改正は従来の定額支給方式を見直し、実費に基づく透明性の高い旅費制度への移行

をするものです。公費の適正化、職員間の公平性の確保及び行政運営の効率化を目的としてお

ります。 

   ２の主な内容、改正内容を御覧ください。 

   大きく３点ございます。（１）の宿泊費の上限の設定ということで、宿泊費を実費支給とし、

上限額を県内は１泊１万円、特別職は１万４,０００円、県外は１泊１万９,０００円、特別職

は２万７,０００円に設定します。外国の出張旅費については国の定める基準に準拠します。

これにより地域や物価水準に応じた実態的な支給が可能となります。 

   （２）の日当の廃止と宿泊手当の新設。従来の日当を廃止し、宿泊を伴う出張に対しまして

は宿泊手当を支給します。宿泊手当は１泊２,４００円とし、食事つきの宿泊の場合は減額し

ます。これにより支出内容の明確化を図ります。 

   （３）赴任関係費用の明確化ということで、転居費、着任後の滞在費、家族移転費の３区分

を明確にし、赴任に伴う費用支給の範囲を整理します。これにより官公庁が異なる移動時の旅

費支給の明確化を図ります。 
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   最後に３、施行期日ですが、令和８年４月１日からとします。 

   以上で説明を終わります。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 宿泊費を実費精算化するということで、非常にいいと思うんですけれども、疑問はこ

れ、従来そうだったと思うんですけど、特別職と一般職に上限で差を設けているという点なん

ですね。国がそうだと思うんですけれども、特別職というのは町長、副町長、教育長、そして

私たち議員ということなんですが、ですよね。一般の職員さんは、例えば県外ですと１泊１万

９,０００円、特別職は２万７,０００円ということなんですけど、近時の経済の停滞、それか

ら住民感情からして、特別職を特別扱いすることをやめる自治体も出てきているみたいです。 

   そういう意味で、特別職、私は要らないんじゃないかというか、一般職と同じにしていいの

ではないかと思うんですけれども、そういう議論はなかったですか。それから検討されてはど

うでしょうかという提案です。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 その議論もございました。しかし、今のところ我々の判断としましては、国に準拠

するというスタンスで行きましたので、この内容にさせていただいているところでございます。 

   以上です 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 特別職の特別扱いを残した、じゃあ理由は何ですか。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 旅費関係の、国に準拠したというそこの文章には、原則一般職員ではあるんですけ

れども、長のみ、他団体との均衡や町の代表という職責の観点から特別扱いというところでそ

れを残しました。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

   なければ、これで…… 

   田中議員。 

○田中議員 すみません。特別職、今あったんですけど、どれぐらいの割合になるんでしょうね。

だからその、国に準拠したというのは全然それで、それでやったんだなということなんですけ

ど、実際じゃあ一般職と旅費の割合というか、ほとんどないのであれば影響がないのかなとは

思うんですけど、要は一般の１万円よりも特別職は１万４,０００円だったということなんで

すけど、年間でどれぐらい大体、特別職としての支払いというのはあるんでしょうか、旅費と

して。 

○嘉喜山副議長 濵課長。 

○濵総務課長 年間どのぐらいという割合というのは試算しておりませんが、恐らくこの規定がな

されたとして、運用で、これ高くなったから高いところ泊まりましょうということにはならな

いと思います。そして、我々一般職員も少し上がりましたけれども、そこの高いところに合わ

せましょうということではなく、今のところ運用では、少し予算の財政的なものに配慮した運

用にしなければならんなという考えではあります。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかになければ、これで終わります。 

   執行部は退席をお願いします。 

（執行部退席） 

○嘉喜山副議長 時間押しておるんですけど、トイレ休憩のみ取りたいと思います。そろい次第、
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始めたいと思います。 

（休憩） 

○嘉喜山副議長 全員おそろいですので、会議を始めます。 

   続きまして、すみません、吉村議員は１時から会議があるということで、欠席になりました。

すみません。 

   議会協議ということで、１番の重要案件抽出の協議について、したいと思います。私が覚え

ている範囲では、先ほどの８番の愛南町総合計画の見直しのことと、１１番の残業代、あっ、

すみません、これじゃなくて燃料代の件。 

（発言する者あり） 

○嘉喜山副議長 ２番という意見が出ていますが、まずは、１２月定例会において委員会付託とす

る案件等について協議をお願いしたいと思うんですけど、今の２番の学生寮の建設については、

１２月議会には直接関係はありません。直接関係あるとすれば、１１番、給与に関する条例等

の改正の、先ほど吉村議員が言われた燃料代ぐらいかなと思いますがいかがでしょうか。確か

にこれは、燃料代については、単純にガソリン代だけに限らないと思うので、やはり国に準拠

した形ですべきじゃないかなと私は思っております。 

   意見ないでしょうか。 

   石川議員。 

○石川議員 意見がないでしょうかというのは、そのガソリンの。 

○嘉喜山副議長 じゃなくて、ほかも含めて。 

○石川議員 ほかも含めて。私はこの南宇和高校の学生寮の建設というのはこれ、日程的には、執

行部としてはもうぎりぎりのところに来ていると思いますよ。それに、多分これ、中身も、口

頭では出てきていますけど、きちっと資料として、形で議論していかないと、我々議会、議員

が町民に説明できないんじゃないかなと。確かに当初予算は３月なんですが、これはもう、多

分、執行部としてはもうぎりぎりの日程になってるはずですわ。だからその中に、議会がきち

っとチェックできるといったら、もうすぐに特別委員会を立ち上げてやるべきだというふうに

私は思っていますけど。 

   それと、先ほどの総合計画、総合計画はもう１２月に出るので、これの扱いをどうするかで

すよね。そこまでするかどうか。 

（発言する者あり） 

○嘉喜山副議長 総合計画は１月以降にパブコメということなんですけど。 

   金繁議員。 

○金繁議員 今日、企画財政課長がおっしゃってくださったのは、パブコメ以前にでも、状況を、

議会の中で協議したいということであれば応じる用意はありますよということだったんで、こ

こでちょっと話をしていただいて、そういう機会を持つかどうかというのを協議したらどうか

なと思います。 

   それから、すみません、私は１２番、先ほど質問した特別職。私たちも含み、一般職の方と

は別枠の、特別な枠を設けることについて、ちょっとこの議会内を、私たち全員に関わること

なので、これでいいのかというのを話しとったほうがいいかなとは思いますので、お願いしま

す。もしくは議会中の付託。 

（発言する者あり） 

○金繁議員 じゃあいいです、ここでも。ここで話せるんやったら。 

○嘉喜山副議長 石川議員。 

○石川議員 今の旅費の関係なんですけど、これはここで話すいうてももう時間が迫っているんで、

次の全協で、皆さんがそろった段階で意見を聞いたらいかがですか。 

○嘉喜山副議長 その、定例会までに全協取れる。 
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（発言する者あり） 

○嘉喜山副議長 全協を設定しますか。そのためと、先ほどの８番の総合計画の説明ということに

なろうかと思いますけど、いかがでしょうか。 

   ほかに意見ないですか。 

   尾崎議員。 

○尾崎議員 ちょっとずれるかもしれんのやけど、さっきの南宇和高校の学生寮の建設。今、学生

寮の建設、ワーキンググループというのを設置して、いろいろ検討しよるのを以前聞いており

ます。これについては、その中で、検討する中で、まずその寮の運営体制とか、詳細について

はまだ検討中やないかと思うんですよ。それらが詳細が固まったものについて、２月の全員協

議会で我々に報告が来るとさっき答弁もありましたので、その辺を考えて、聞いて質疑すれば

ええことで、ここで我々が特別委員会をつくって、並行してやる必要はないと私は思っており

ます。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 今また内容に入っていっているんですけど、今、先ほど副議長がおっしゃったのは、

今日ここでやるか、それとも日を改めてやるかと、ちょっと検討していただいていたと思いま

す。今日は議長も不在で、それから議員も、２名もいらっしゃらないので、私は改めて設定し

てしっかり議論したほうがいいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○嘉喜山副議長 協議するかどうかについてですか。それとも、もう説明を求めるかどうかですか。

どちら。 

○金繁議員 両方含み。 

○嘉喜山副議長 含み。 

○金繁議員 どの点について、どの議題についてどうするかということは、皆さんそろってから。 

○嘉喜山副議長 となると、全協を次に開催するときには、もう説明を求めるということを前提に、

担当課のほうには説明しとかんといかんと思いますけど。ただ、説明を求めるかどうかだけの

ために全協を開催するのか。 

   はい。 

○金繁議員 先ほどいろんな意見が出ていまして、特別委員会を設けるかどうかという大きな提案

もありましたので、ですので日を改めたらどうかなという提案です。 

○嘉喜山副議長 ということはその件だけについてということですよね。 

   石川議員。 

○石川議員 今、論点になっている３点、４点、これをどうするかということを、改めて全協で、

議長を含めて、ほかの議員も含めて決めていったらいいというふうに考えています。 

○嘉喜山副議長 原田議員。 

○原田議員 全協を今度の１２月議会までに開催する予定はあるんですか。まずそれをちょっと、

事務局に。 

○嘉喜山副議長 事務局長。 

○土居事務局長 現在のところ、１２月定例会までに議員全員協議会を開催する予定はございませ

ん。 

（発言する者あり） 

○土居事務局長 議長の日程を確認して、この場でちょっと今、手持ちの資料がないので、改めて

連絡させていただくいうことでよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 そしたら、議長とかの日程を確認して、取れれば１１月中に開催するということ

でよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 
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○嘉喜山副議長 そしたら、１番はこれで終わります。 

   続きまして、２番の令和８年度当初予算に係る議員提案についてを行います。 

   令和８年度の当初予算に係る議員提案については、前回、３案を予算提案するということに

なりまして、議会基本条例に沿って、案として現在示されております。議会として提案するに

当たり、御意見等はありませんでしょうか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 内容的にはよくまとめていただいて感謝しているんですけれども、こういう書式に落

とし込んでいただく職員の、事務局の方の労力、時間もかなりだったかと思います。この書式

というのは、議会基本条例の、何条だったか、執行部側が政策を出してくるときにはこういう

項目で出してくださいねという決まりです。私たち議会というのは、執行部が持っているよう

な圧倒的な量と質の情報というのは持っていません。ですので、この項目に合わせて、議会が

この書式でつくって出す必要がそもそもあるのかというところが私は疑問で、もう職員の方、

一応議員としては議会の書式に合わせて提出しておりますので、それでもう決まった、議会の

中でこれで出しましょうということは決まっているので、この書式にもうお手を煩わせて作成

してもらう必要は、今後はないかということを提案します。 

○嘉喜山副議長 という意見がありましたが、いかがでしょうか。 

   原田議員。 

○原田議員 私は、ここまで細かくする必要はないんじゃないかと。やっぱり前回出してもらった

様式、あれで私も十分じゃないかと思いますよ。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 という意見ですが、それでよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 そしたら、そういうことにいたします。 

   続きまして、３番の議会関係例規の一部改正等について事務局の説明を求めます。 

   土居事務局長。 

○土居事務局長 それでは、議会関係例規の一部改正等につきまして、概要を説明させていただき

ます。資料のほうは、議会資料２のほうになります。 

   今回の例規改正の目的は大きく分けて２つとなります。まず１つ目といたしまして、標準町

村議会会議規則等の標準的なルール改正を踏まえ、愛南町議会のルールを法令に沿った適正な

ものにすることであります。 

   そして、もう一つの目的といたしましては、現代の技術を活用し、議会機能の強化と効率化

を図ることでございます。具体的には、情報通信技術、ＩＣＴの活用に関する規定を整備し、

議会運営のデジタル化の推進、また議会が所管する情報公開のルールを明確化し、町民への透

明性向上を図ることが主な目的となっております。 

   今回の改正につきましては、既存の３つの条例・規則を改正し、２つの新しい規程を制定す

ることとしております。 

   今後のスケジュールといたしましては、この改正案のうち、愛南町議会委員会条例と愛南町

議会会議規則を１２月定例会に上程し、御審議いただく予定としております。 

   今回の改正は、法令遵守に加え、議会運営のデジタル化、ＩＣＴ活用を進めるための基盤整

備となっております。本案件につきましては、議会運営委員会で御審議いただき、御了承をい

ただいておりますので申し添えます。 

   以上、簡単ではございますが、議会関係例規の一部改正等についての説明とさせていただき

ます。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんでしょうか。 
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   金繁議員。 

○金繁議員 ありがとうございます。これ、確認なんですけれども、条例については議会の議決を

経る必要がありますよね。今度の１２月議会に上程するんですかね。 

○嘉喜山副議長 土居事務局長。 

○土居事務局長 お答えいたします。１２月定例会で上程する予定としております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 金繁議員。 

○金繁議員 で、上程するのは一部改正予定２番の①のみということになるんですかね。 

○嘉喜山副議長 土居事務局長。 

○土居事務局長 ①の議会委員会条例と、愛南町議会会議規則、こちらのほうも定例会のほうに上

程しないといけないので、以上の２つとなります。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにありませんでしょうか。 

   金繁議員。 

○金繁議員 じゃあ、２の①、②ということですね。すみません、何度も確認で。 

   ③の新規制定予定、これらについては、手続的には、この中で、議員間で話して、改正なり

新設、新設をするということでよろしいですかね。 

○嘉喜山副議長 土居事務局長。 

○土居事務局長 ④番と⑤番の規程については、概要については今お示ししている資料に概要をま

とめさせていただいておりますので、そちらのほうを御確認いただきまして、また議員のほう

から修正箇所等ありましたら、そちらを踏まえまして、今後、こちらについては定例会に上程

することは不要ですので、適宜、ほかの例規と同様の条例改正、起案をして、決裁をして、制

定していくという形になります。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 ほかにないでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ、その他に移ります。 

   まず（１）の議員派遣結果報告案について事務局の説明を求めます。 

   土居事務局長。 

○土居事務局長 それでは議員派遣結果報告の案につきまして説明いたします。 

   まず、こちら、タブレットのほうのサイドブックスにある結果報告書案を御覧ください。 

   まず、１０月８日に四国地区町村議会議長会研修会がございました。そして１０月２７日、

２８日の愛南町職員・教職員・議員等人権・同和教育研修会、１０月２２日、２８日の議会報

告・意見交換会の議員派遣報告案を掲載しておりますので確認してください。 

   また、１２月定例会の議員派遣につきましては、議会報告・意見交換会を、残りの３地域に

おきまして開催予定としておることを報告する予定としております。 

   まず、令和８年１月２８日に西海地域の西海町民会館で、同年２月４日、城辺地域を愛南町

役場本庁、この会場、大会議室で開催予定としております。残り、御荘地域につきましては２

月１８日、御荘文化センターで開催予定としております。 

   また、議員研修といたしましては、２月２日、議員協議会室におきまして、議会広報研修を、

佐久間先生をお招きして開催する予定としております。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 説明が終わりました。 

   質疑ありませんでしょうか。ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
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○嘉喜山副議長 そしたら、その他ということで、その他ないでしょうか。 

   土居事務局長。 

○土居事務局長 それでは、その他といたしまして、先般、議会運営委員会で御協議いただきまし

た委員会等の放送につきまして、結果のほうを報告させていただきます。 

   経緯につきましては、皆さん御存じのとおり、令和６年第４回定例会で採択されました、請

願第４号、愛南町議会における全ての委員会等の放送に関する請願についてへの対応となりま

す。 

   具体的な実施方法といたしましては、まずは今年度、議会運営委員会から録画放送を開始す

る。動画の撮影と編集作業は議会事務局職員が行う。録画機器は議会事務局のものを使用する。

完成した動画は新たに開設いたしました愛南町議会のユーチューブチャンネルにアップする。

来年度以降、ほかの委員会につきましての拡大について慎重に検討していくということで、審

議した結果となっております。 

   なお、１０月３０日に開催いたしました議会運営委員会の動画は既にユーチューブに限定公

開しております。この後、全議員にＬｏＧｏチャットでお知らせいたしまして、視聴していた

だくこととしております。 

   以上、議会運営委員会での協議結果を報告するとともに、実施方法について、この後何か御

意見等あればよろしくお願いいたします。 

   以上です。 

○嘉喜山副議長 この件について、質疑等ありませんでしょうか。 

（「なし」と言う者あり） 

○嘉喜山副議長 なければ、１時半から議会運営委員会がありますので、これで終了したいと思い

ます。 

○田中議員 ちょっと確認させてください。さっきのちょっとよく分からなかったです。重要案件

抽出の協議についてというのは、最終的にどういうふうな流れになったんでしょうね。ちょっ

と分からなかったんですけど。 

○嘉喜山副議長 それを、それをするかどうかについて、全協を開いて、再度全員で協議するとい

うことです。だから、日程的には１１月中に全協があると考えてください。 

○田中議員 分かりました。はい、大丈夫です。 

○嘉喜山副議長 以上です。長時間にわたりましてありがとうございました。 

   これをもちまして全員協議会を終了いたします。 

 

 

 

議長 

 

 

                  副議長 


